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行政常任委員会 

 

平成３０年９月２０日（木）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○南委員長   おはようございます。連日、御苦労さんでございます。  

 それでは、ただいまより行政常任委員会を開催させていただきます。  

 本日の欠席通告者は、村田委員でございます。なお、村田委員は、後刻出席との

連絡をいただいております。  

 きょうは、税務課、市民サービス、福祉保健課が一応の目的なんですけれども、

できたら環境まで進んでいきたいと思いますので、よろしく御協力のほどをお願い

いたしたいと思います。  

 まず、税務課の決算付託案件の説明をいただく前に、資料の訂正のほうだけお願

いいたします。  

 もしよかったら、ペーパーを配っていただいて、税務課から行政常任委員会資料

の２ページなんですけれども、市民税のパーセンテージが少し間違っていたという

ことでございますので、お配りをさせていただきます。  

 ４０ .７％が４０ .４ということですね。それだけでええですか、あとは別に変わ

ったことはないですな。パーセンテージの、タブレットのほうは、できたら前も見

たように、メモ書きしておる方がおられるもんで、できたら訂正については、その

ような方向で進んでいただきます。  

 それでは、税務課長の決算審査の説明を求めます。  

○吉沢税務課長   税務課です。よろしくお願いします。  

 訂正があって、本当に申しわけありません。今後は、チェックをまた強化して、

このようなことがないように取り組みますので、御容赦お願いします。  

 それでは、議案第５８号、平成２９年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてのうち、税務課所管部分について、決算書等に基づき説明をいたします。  

 まず、決算詳細説明に入る前に、総括として税務課の事務事業の説明を簡潔にさ

せていただきます。  

 委員の皆様、御存じのとおり、税務課の主要業務は、市税の賦課及び徴収業務と

いう行政の骨格的な業務であります。  

 まず、賦課業務につきましては、公平、適正かつ正確性が最も求められておりま
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す。近年、少子高齢化の進展などに対応するために、国におきましては、制度改正

などが頻繁に行われております。そのため、賦課業務においては、より専門的な知

見が必要となってきております。適正かつ適法な賦課を安定的に行うため、また、

あわせて納税者の方々への説明責任を十分に果たすため、より一層、個々の職員の

法的知識などの熟度、実務能力のさらなる向上が現在の課題となっていると考えて

おります。  

 次に、徴収業務につきましては、税負担の公平性の実現が最優先課題であります。

そのため、収納率の維持向上を第一の目標に業務を行っております。三重地方税管

理回収機構の積極的な活用のほか、自治法での差し押さえなど、滞納整理に取り組

んでいるところであります。  

 委員会資料の１１ページをごらんください。  

（発言する者あり）  

○南委員長   それでは、説明をお願いいたします。  

○吉沢税務課長   どうもトラブルがありまして、申しわけないです。  

 委員会資料１１ページをごらんください。  

 これは、平成２９年度、本市の差し押さえ実績であります。上から４段目の計を

ごらんください。平成２９年度は、預金等の差し押さえを１５９件執行、１ ,１２

２万１ ,７９４円徴収しております。  

 次のページ、委員会資料１２ページをごらんください。  

 こちらの上段の表は、過去からの市税の収納率の推移をあらわしております。平

成２９年度決算での市税の収納率は９６ .４％でありました。こちらの表のとおり、

市税収納率は、平成２３年度の８９ .２％から大幅に改善されております。また、

本市において、徴収率向上のため、滞納整理に積極的に取り組み始めた年、平成１

６年度の収納率は８２ .４％でありました。その当時と比較いたしますと１４ポイ

ント収納率は改善しております。  

 以上の収納率の改善につきましては、回収機構の活用や自治法での差し押さえの

実施など、滞納整理の強化の取り組みの結果であります。  

 また、御察しのとおり、滞納者の方との折衝業務については、心身ともに厳しい

業務内容であります。近年の市税の収納率の向上については、収納係職員一人一人

の地道な努力のたまものであると考えております。  

 次に、資料下段の表をごらんください。  

 こちらは、市税の収入未済額の推移をあらわしております。収入未済額とは、決
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算において徴収できず、翌年度に繰り越された額、滞納繰越額であります。滞納整

理が進捗すればするほど、この金額は減少いたします。本市の市税収入未済額は、

平成２９年度決算で７ ,８２０万６ ,４４６円と２３年度の２億３ ,２７７万４ ,４４

９円から大幅に減少しております。  

 また、平成１６年度の収入未済額のほうは５億１ ,３１６万７ ,５１９円ありまし

たので、これと比較いたしますと、金額にして約４億４ ,０００万円の減少、率に

して８５％の減少率、６分の１以下まで縮減されたことになります。  

 次の収入未済額のグラフのほうをごらんください。  

 こちらのグラフのとおり、収入未済額の減少幅については、平成２７年度から少

なくなってきております。これについては、滞納整理がかなり進捗したことにより、

収入未済額に占める困難事案、換価財産のないような滞納案件の占める割合が増大

したためであると分析しております。  

 以上のとおり、本市におきまして、滞納整理は相当程度進捗しており、市税収納

率の限界点に近づいていると考えております。  

 総括は以上であります。  

 それでは、税務課に係る決算について説明をさせていただきます。  

 決算書、２、３ページをごらんください。  

 １款市税をごらんください。  

 １款市税は、予算現額２１億７ ,５２１万７ ,０００円に対して、調定額２３億１ ,

１１５万４ ,９１７円、収入済額２２億２ ,７２３万７ ,４００円であります。不納

欠損額は５７１万１ ,０７１円、収入未済額は７ ,８２０万６ ,４４６円であります。

このうち、不納欠損額については、地方税法の規定に従い不納決算処分を行ったも

のであります。  

 委員会資料１３ページをごらんください。  

 これは平成２９年度、市税の不納欠損額調書であります。税目ごとの不納欠損に

ついて、地方税法の規定による理由別に取りまとめた表であります。右下、合計欄

をごらんください。  

 平成２９年度は９８件、６０名分、約５７１万円の不納欠損を行いました。ちな

みに、前年度、平成２８年度の不納欠損額のほうは、約１ ,８００万円でありまし

たので、２９年の不納欠損額は、前年度比で約１ ,２００万円ほど減少いたしまし

た。この減少については、どうしても個々の滞納案件ごとに差異、ばらつきがある

ところから、不納欠損する金額についても、当然、年度により差が出てしまいます。
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一昨年度は、大口の不納欠損もあったため大きい金額となりました。その反動もあ

りまして、平成２９年度は減少した結果となっております。  

 次に、委員会資料１ページをごらんください。  

 こちらは、平成２９年度市税の決算概要として、市税の調定額、収入済額など、

前年度比較を中心に取りまとめている資料であります。  

 まず、表１、調定額をごらんください。  

 ごらんのとおり、平成２９年度の調定額は、前年度に比べ、軽自動車税以外全て

減額となっております。合計欄、マーカー部分をごらんください。平成２９年度の

市税合計調定額は、２８年度に比較して４ ,１５６万１８９円、１ .８％減少となり

ました。  

 次に、表２、収入済額をごらんください。  

 こちらも合計欄をごらんください。平成２９年度市税収入済額は、前年度に比べ

２ ,８９３万７ ,７６５円、１ .３％減少をいたしました。なお、収入済額の減少が

上段の調定額の減少と比較して、落ち込みが１ ,２００万円ほど少なくなってきて

おります。これは、収納率の向上により収入済額の減少が緩和された結果でありま

す。  

 次に、表３、収納率をごらんください。  

 市税のうち、市たばこ税は、申告納付で日本たばこ産業などが納付する滞納がな

い税目で、収納率は１００％であります。この市たばこ税と軽自動車税以外、各税

とも前年度より収納率が向上しております。合計欄をごらんください。２９年度市

税収納率は９６ .４％で、前年度９５ .９％と比較して０ .５ポイント改善いたしま

した。収納率の推移につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでありま

す。  

 次に、下段の市税決算概況の本文をごらんください。  

 ２９年度市税調定額は、前年度と比較して、軽自動車税以外全て減少しておりま

す。各税目の増減についての理由については、こちらに記載のとおりであります。  

 後ほど御参照をお願いいたします。  

 次のページ、委員会資料２ページをごらんください。  

 表４、市税収入済額及び構成比をごらんください。  

 市税のうち、最も構成比率の高いものは固定資産税で４４ .０％、次に市民税の

４０ .４％となっております。これら二つの税に固定資産税と同時に課税される都

市計画税も合わせますと、市税全体の約９割を占めております。この構成比率の傾
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向は、前年度とほぼ同様の比率であります。  

 次のページ、委員会資料３ページをごらんください。  

 表５、市税収入済額の推移をごらんください。  

 これは、過去５年間の市税収入済額の推移を表にしたものであります。税目別に

各年度の収入済額と前年度比を記載しております。表の一番右側には、参考に、平

成２９年度の収入済額と５年前の２４年度の収入済額との比較をしております。  

 下のグラフをごらんください。  

 ごらんのとおり、市税合計収入は徐々に減少しております。２８年度、昨年度に

一時的に、一昨年度に市税収入は前年度よりも増加いたしましたが、５カ年スパン

では減少額のほうが大きいため、５年前と比較いたしますと約９ ,２００万円減少

しております。  

 次のページ、資料４ページをごらんください。  

 こちらは、過去５年間の市税収入金額の税目別の推移をグラフと表にしたもので

あります。グラフの表示単位が大きいため、変動が見づらいところがありますが、

５カ年で税目別にいいますと、市民税の落ち込みが大きい状況となっております。  

 資料の５ページをごらんください。  

 こちらは、より詳細な市税の平成２９年度の収納実績表であります。こちらのほ

うは、後ほど御参照をお願いいたします。  

 それでは、決算書１４、１５ページをごらんください。  

 こちらのほうは、科目別のさらに詳細な市税の決算内容でありますが、先ほどか

らの資料説明とほぼ重複いたしますので、後ほど御参照いただくということで、読

み上げ及び説明のほうは割愛させていただいてよろしいでしょうか。  

（「はい」と呼ぶ者あり）  

○吉沢税務課長   それでは、決算書１６ページをごらんください。  

 決算書１６ページから２５ページまでにつきましては、税目ごとの納税義務者数

等について参考掲載をしております。こちらのほうも後ほど御参照のほうをよろし

くお願いします。  

 それでは、引き続き歳入について説明させていただきます。  

 決算書３４、３５ページをごらんください。  

 １２款使用料及び手数料、２項手数料、１目総務手数料のうち、税務課に係る分

は、備考欄上から５番目の税務証明手数料１００万２ ,０００円であります。  

 続きまして、決算書５２、５３ページをごらんください。  
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 １４款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金のうち、税務課に係る分は、２

節徴税費委託金で、予算現額２ ,５１３万７ ,０００円に対して、調定額及び収入済

額は、同額の２ ,６８７万７ ,９５９円であります。この交付金は、県民税の徴収取

扱経費に係る交付金であります。  

 続きまして、決算書６０、６１ページをごらんください。  

 １９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金は、予算現額５１２万４ ,

０００円に対して、調定額及び収入済額は、同額の４４９万５ ,５３３円でありま

す。これは、市税の延滞金であります。  

 続きまして、決算書６４、６５ページをごらんください。  

 １９款諸収入、５項１目雑入のうち、税務課に係る分は、備考欄の上から二つ目

のコピー使用料５ ,５７０円、その下にあります納付書等共同印刷負担金１２０万

１ ,８４６円であります。  

 続きまして、歳出の説明をいたします。  

 決算書１２６、１２７ページをごらんください。  

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費につきましては、予算現額１億１ ,８

５０万６ ,０００円に対して、支出済額が１億１ ,０１３万４ ,８０７円であります。

こちらの予算科目は、市税の賦課等に係る事務経費であります。内訳のほうは、補

佐兼課税係長の山口のほうから説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。  

○山口税務課長補佐兼係長   それでは、内訳を申し上げます。  

 ２節給料から４節共済費については、総務課説明分でありますので割愛させてい

ただきます。  

 決算書１２８、１２９ページをごらんください。  

 主なもののみ簡潔に説明いたします。  

 １１節需用費の支出済額は２５０万１ ,５５１円で、内訳は事務用品の消耗品費

や業務関連の印刷製本費であります。  

 次に、１２節役務費の支出済額は２２２万４ ,００３円で、主なものは、納税通

知書等の発送に係る通信運搬費であります。  

 １３節委託料の支出済額は１ ,２１４万５ ,６３５円で、市税の賦課業務関連の業

務委託料であります。内訳は、備考欄に記載のとおり、現況地番図・家屋図異動修

正等業務委託料など六つの業務委託料を支出しています。また、不用額３４６万９ ,

３６５円は、入札差金等により減額となったものであります。  

 続きまして、決算書１３０、１３１ページをごらんください。  
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 １４節使用料及び賃借料の支出済額は２０４万９ ,７３６円で、主なものは、備

考欄２段目の地方税電子申告審査システム等ＡＳＰサービス利用料の１８２万７ ,

３６０円であります。  

 １９節負担金、補助及び交付金の支出済額は５８万７ ,７４５円で、市税の賦課

業務に関連する各種協議会の会費等であります。内容は、備考欄に記載のとおり、

三重県軽自動車税等事務共同処理協議会分担金ほか、六つの負担金、会費等を支出

しております。  

 次に、１３２、１３３ページをごらんください。  

 ２３節償還金、利子及び割引料の支出済額は５９８万６ ,４８２円で、これは全

て市税の過年度分還付及び還付加算金であります。また、不用額４０１万３ ,５１

８円については、予算を過去の実績をもとに１ ,０００万円見込んでおりましたが、

実際の還付金額が見込みを下回ったため、不用となったものであります。  

 税務総務費の説明は以上であります。  

○吉沢税務課長   次に、２目賦課徴収費であります。賦課徴収費は、予算現額１ ,

２３９万５ ,０００円に対して、支出済額が１ ,１２６万７ ,２５２円で、不用額１

１２万７ ,７４８円であります。こちらの予算科目は、市税の徴収等に係る事務経

費であります。内訳につきましては、主幹兼収納係長の畑名から説明いたさせます

ので、よろしくお願いいたします。  

○畑名税務課主幹兼係長   それでは、内訳を申し上げます。  

 まず、１節報酬の支出済額１万９ ,８００円については、固定資産税評価審査委

員会委員の報酬であります。  

 次の４節共済費と７節賃金につきましては、総務課説明分でありますので割愛さ

せていただきます。  

 ９節旅費の支出済額は３万７ ,４００円で、市外徴収時の普通旅費であります。  

 １１節需用費の支出済額は１３６万７４８円で、内訳の主なものは、督促状兼納

付書等の印刷製本費であります。  

 １２節役務費の支出済額は１９０万８ ,７９４円で、主なものは、督促状等の送

付に係る通信運搬費であります。  

 １４節使用料及び賃借料の支出済額は１５万８ ,０００円で、市税納税相談員の

車借上料であります。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金の支出済額は３６８万７ ,０００円で、主

なものは、備考欄にあります三重地方税管理回収機構負担金の３５９万７ ,０００
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円であります。  

 次に、三重地方税管理回収機構の収納実績について補足説明をいたします。  

 委員会資料の１０ページをごらんください。  

 これは、三重地方税管理回収機構実績の表であります。移管金額及び納付金額と

ともにそれぞれの案件の性質上、年度ごとに増減はありますが、納付金額の特に多

い年度は、不動産購買の実施と機構の徴収第２課への移管によるものが大きな要因

となっております。  

 下段の棒グラフは、納付金額の推移です。三重地方税管理回収機構は、移管予告

による抑止効果、そして、処理困難案件の徴収、また職員の派遣によるスキルアッ

プに役立っておりまして、今後とも回収機構を活用していく必要があると考えてお

ります。  

 賦課徴収費の説明は以上であります。ありがとうございました。  

○吉沢税務課長   税務課に係る歳出の説明は以上であります。  

 続きまして、財産調書税務課該当分について説明いたします。  

 決算書４２０、４２１ページをごらんください。  

 ３、債権の表をごらんください。  

 こちらの、このうち市民税特別徴収翌年度徴収金につきましては、前年度末現在

高８ ,４３２万円、決算年度中増減額３０４万円、決算年度末現在高８ ,７３６万円

であります。これは、市県民税の給与特別徴収の納期については、当該年度の６月

から翌年度５月までの１２回納期でありますが、年度部分の関係から、翌年度の４

月、５月分については、翌年度歳入として区分されます。そういったことから、決

算書財産調書におきましては、翌年度分を債権として表示するものであります。  

 続きまして、主要施策の成果及び実績報告書の２９ページをごらんください。  

 こちらの内容につきましては、先ほどからの決算説明と重複いたしますので、説

明のほうは割愛させていただきます。後ほど御参照をお願いいたします。  

 一般会計歳入歳出決算の税務課所管部分の説明は以上であります。御審議いただ

き、認定賜りますようよろしくお願いいたします。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 税務課の決算説明は以上でございます。  

 御質疑のある方は。  

○野田委員   まず最初に、市税の回収というところで、収納率等を上げていただ

いたことと、滞納額が減少したということにはお礼を申し上げます。頑張っていた



－９－ 

だいておると思います、非常に厳しい部分ですけれども。  

 それと、一つは、資料でいくと４ページのところの都市計画税が、２９年度、１

億３ ,６０５万３ ,７９６円となっていますけれども、これについては、都市計画の

目的、基金のほうへ八千どれだけ積み立てしているんですけれども、この関係、算

出はどのようになっていますか。今回、８ ,０４７万６ ,０００円の積立額が計上さ

れているんですけれども、基金のほうへ。この算出方法はどうですか。  

 というのは、都市計画税率というのは０ .５％ということ……。  

○南委員長   これ、財政のほうで資料の中へ入っておったね。  

○野田委員   出ておるもんで、その算出がどのようになっておるのかなと思って。  

○南委員長   説明したってくれる。  

○吉沢税務課長   決算でありますので、こちらのほうの表示は、平成２９年度に

調定された都市計画税で、平成２９年度分の現年課税分、一定の都市計画区域内の

土地、家屋等に係る０ .３％分と、それから過年度からの滞納繰越分を計上して収

入をしている部分であります。恐らく決算参考資料のほうの財政のほうの充当の部

分についてはこれだけ集まったんですけれども、８ ,０００万円は都市計画事業の

ほうに使えなかったということで、基金へ今回積んだということで。こちらは、た

だ単純に税法どおり賦課させてもらった結果であります。  

○野田委員   都市計画税の中の、今さっきした分の……。  

○南委員長   野田委員、挙手して発言を求めてください。  

○野田委員   わかりました。これについてはよろしいです。  

 もう一点はちょっと確認なんですけれども、資料の、ここをちょっと教えてほし

いんやけれども、１０ページのところの三重県地方税管理回収機構徴収第１課の分

なんですが、２９年度移管件数が１４の８０５万４ ,１２１円と納付額が３８０と

あるんですけれども、この下のところを見ますと、通常２年間、さっき説明してく

れたのかわからんのやけど、ちょっとわかりづらかったので、どのような仕組みに

なっておるのか。  

○畑名税務課主幹兼係長   移管年数なんですが、２年間というのがありまして、

毎年毎年移管しております。その中で、その年に重なってくる部分がございますの

で、こういうふうに増減が出てきます。  

○濵中委員   資料、同じように市税収入の未済額が減ってきていることは、本当

に御努力いただいたんやなと思って、ありがとうございます。  

 なんですけど、水を差すような質問で申しわけないんですけれども、２３年度か
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らと２８年の分の差額は、単純にすると１億５ ,０００万ほどなんですけれども、

今すぐでなくてもいいんですけれども、この期間の不納欠損額がどれだけあるのか

がわかれば、もし今出るんであれば今でもいいですし、また後ほどでも結構なんで

すけれども、不納という部分がどれぐらい減ってきているのかなということも知り

たいなと思いまして、どうですか。  

○吉沢税務課長   ちょっと今すぐ手元から出ないんですけど、出納のほうで不納

欠損の推移かな、監査のほうかな、そちらのほうでも一応は出ておると思うんです

けど、その数字と一致することになると思うんですけど、また何かの機会のときで

よろしいでしょうか。  

 メモ的にまとめている分がありますので、２６年度の市税の欠損が４ ,７３３万

８ ,９５１円、２７年度、１ ,１４８万３ ,５４１円、それから、２８年度が２ ,２０

０万３ ,７６２円、それで、２９年度が先ほど申し上げたとおりということです。  

○南委員長   決算の参考資料の１０ページから。  

（「何ページになるの」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   今、課長の言ったのは載っています、ずっと。２５年から載ってい

ますので、この資料のほうに。  

○濵中委員   済みません、資料の調査不足で申しわけなかったです。  

 未済額が減ってくる中に不納欠損で落としてしまう部分というのもやっぱり気な

りますので、それぞれの年のばらつきの理由は最初の説明で理解はできたんですけ

れども、欠損になる前の部分が、多分御努力いただく部分やと思うんですけれども、

そこらあたりもどんどんと減らしていくようになってくれればええのかなという気

がしておりましたので、ちょっと確認をさせていただきました。  

○吉沢税務課長   先ほど手元の混乱しておる資料を申し上げて、こちらの金額で

ありますので、えらい御迷惑をおかけしまして、ありがとうございます。  

○奥田委員   ちょっと確認ですけど、もうちょっと不納欠損、２８年度を見てお

ったら１ ,８０７万円なんですけど、２ ,２００万というのは国保とか、全部入って

いないかな。市税でしょう。  

○吉沢税務課長   申しわけないです。先ほども言わせてもらったんですけど、資

料のほうが、係数が変なぐあいで今言わせていただきましたもんで、金額的には、

会計課さんのまとめていただいておるほうが正しいということで御理解ください。

申しわけないです、混乱させまして。  

○奥田委員   それにしても、僕、去年のを見たら１ ,８０７万円になっていて、今
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回５７０万で３分の１以下になっているもんで、すごいなと思うんですけど、逆に

担当にお伺いしたいんやけれども、収納率も上がって不納欠損も減っておると、相

当市民の方々に対する納税を、何というのか、強引にやっていないと思うんですけ

ど、締めつけというか、締めつけとはちょっと言い方が悪いですよね。納税義務で

すから、取り立てを強化されているということなんですけど、その辺のところの市

民の方々の理解というか、どうですか。最近きついなとかいう声もちょっと耳にし

たことがあるんですけど、大変だと思うんですけど、その辺どうですか。  

○畑名税務課主幹兼係長   まず、不納欠損の話なんですけれども、年度ごとに、

例えば２ ,０００万あったときなんかは、１件で１ ,０００万とか、大きな額があり

まして、それで増減がしてしまったということなんですね。例えば厳しいんじゃな

いかという意見につきましては、そういった意見よりも、納税意識が高いというの

が一番だと思います、収納率が上がっておるのは。ただ、厳しいと感じるのは、ほ

ぼほぼ滞納者の方だと思いますので、納税の納限内に納めていただければ、そのよ

うな気分にはならないかと思います。  

○奥田委員   その辺、大変だと思いますけどね。きのうやったかな、会計からの

報告があった、歳入のほうの説明があったんですけど、保育料にしても、それから

市営住宅の家賃にしても滞納金額が結構大きいものですから、そういう意味で、払

えない人も結構おるのかなという感じもするので、その中で収納率を上げていると

いうのはなかなかすごいなと思うんですけど、１点だけ、１２９ページあたりにな

るのかな。封筒の窓のところ、前から言っておるんですけど、今、セロハン窓じゃ

ないですか。僕、ごみの分別をするときにあそこは切らなあかんもんで、紙と分け

るのに。あれをグラファン窓というんですか、紙のやつに変えてもらえると、その

まま紙で捨てられるんやけれども、ごみの分別をやっている状況の中で、前々から

言いよるんやけど、それは変わらんですか。今後もまだ、在庫もあると思うので、

しばらくまだ続くのかなという感じもするんやけれども、何とかならんかな。  

○吉沢税務課長   ありがとうございます。  

 グラファイトですか、分別に便利なというので、今情報をいただきましたので。  

 ただ、予算的なものとか、それもありますので、ちょっと検討というんですか、

予算見積もりとかをとって、次年度以降にもし対応とか勘案できるんであればとい

うことで、御意見として承りますので、ありがとうございます。  

○南委員長   課長、一々礼は言わんでもええで。  

○濵中委員   済みません、もう一つ、不納欠損のことで伺いしたいんですけれど
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も、先ほど厳しいと言われたけど、納税の公平性を考えれば、そこはきちんと払っ

ておる人に敬意を表するところで、やはりそこはきっちりやっていただかんなんの

やと思うんですけれども、ただ、県の徴収が始まって十数年たってきましたので、

大方の市民の方は仕組みも御存じやとは思うんですけれども、ただ、きちっと払っ

ておる人からすると、実はその事業を知らない人も結構いらっしゃるのかなという

気がするんですね。なので、初めてそういった滞納の対応をされたときに、こうい

ったことを皆さんが御存じかどうかというあたりは、手応えとして確認されていま

すか。きちんと広報されているのかなということを調査しているのかなというのが

気になりますので。  

○畑名税務課主幹兼係長   移管される方については、移管予告というものを一旦

送ります。それで連絡があれば、こちらのほうで折衝させていただいて、分納等も

お認めさせていただいておるというような状況です。反応がなければあっちへ送ら

せてもらうということになっております。広報的にはそこまではやっておりません。  

○濵中委員   やはりきちっと納税をすることのお願いというのとともに、滞納す

るとこういった対応をしますよという、別に罰という意味ではないですけれども、

そういったあたりも含めて広報されることによって、納税意識というのはもう少し

高まりを見るかなという気がしましたので、こういう仕組みの御紹介を兼ねた広報

というのはぜひ進めていただければなと思うんですけど、よろしくお願いします。  

○畑名税務課主幹兼係長   早速進めてまいりたいと思います。  

○南委員長   他にございませんか。  

○楠委員   機構のほうでいろいろ組織概要が資料の１０ページにあるんですけど、

不納欠損処分の適否の判定というのは、どういう状態で決定されるのか。  

○吉沢税務課長   まず、不納欠損の話なんですけれども、表にありますとおり、

大まかにいいまして、根拠法令が三つあります。一つは御存じやと思うんですけど、

消滅時効、時効完成ということで、地方税法１８条の消滅時効に係る分は、時効の

援用不要でという話がありますもんで、そういう処理をしなきゃいけないと。  

 それから、２番目に滞納処分の執行停止といいまして、担税能力とか、生活困窮

でできない場合は、執行停止処分という一定の条件があります。その要件を過ぎて

から３年経過したものは、状態が改善しない場合は不納欠損処分するように、これ

も地方税法の１５条の７のほうで決まっています。  

 ３点目は、執行停止、すなわち納められないような状態、それから換価財産のな

いような状態やと、復旧の見通しがない場合は、普通３年置くんですけれども、そ
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のまま欠損、死亡とか、行方不明とか、居所不明とかいう場合で。回収機構のほう

なんですけど、調査に関しては専門的なものがありますので、例えば本市におきま

しても、財産調査で口座とか通帳とか、いろんなものをするんですけど、地方税管

理回収機構は専門的でありますので、いろんな売掛金でありますとか、債権であり

ますとか、綿密な調査をして、本人が言ったら、厳しい話ですけれども、最終的は

何か財産があったら、それを公売してという形になりますので、そういった面で財

産調査を徹底的にして、判断できる材料をそろえていただくという形で、それでま

だ持ち帰って、これは不納欠損処分せざるを得ないという判定には結構役に立って

いると考えています。  

 以上です。  

○楠委員   二つ目なんですけど、差し押さえ実績の中で、預金等とあるんですけ

ど、実際に本人は一生懸命働いて、まだ滞納分があるという場合に、ここでは５分

の１が取り立ての対象になっている、収入になっているんですけど、実際に給与の

一部の差し押さえという事例はありますか。  

○畑名税務課主幹兼係長   今、給与の差し押さえをやっておるところです。  

○南委員長   よろしいですか。他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、税務課の決算審査を終わります。御

苦労さんでございました。  

（休憩  午前１０時４３分）  

 

（再開  午前１０時４４分）  

○南委員長   それでは、市民サービス課の審査に入りたいと思いますので、付託

されております議案第５８号、議案第５９号、議案第６０号の３議案なんですけれ

ども、まず、議案第５８号のほうから説明を受けたいと思います。  

○内山市民サービス課長   それでは、議案第５８号、平成２９年度尾鷲市一般会

計歳入歳出決算の認定についてのうち、市民サービス課に係るものにつきまして、

平成２９年度一般会計特別会計歳入歳出決算書及び主要施策の成果及び実績報告書

に基づき御説明をさせていただきます。  

 それでは、歳出について御説明を申し上げます。  

 決算書１０８、１０９ページをごらんください。  

 ２款総務費、１項総務管理費、６目交通安全対策費、予算現額３４６万２ ,００
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０円に対し、支出済額は３３９万４ ,３６６円、６万７ ,６３４円の不用額が生じま

した。  

 １１節需用費１１１万３４８円、主なものは、修繕料１０８万７ ,５６０円で、

カーブミラーの修繕等の費用でございます。  

 １５節工事請負費１８５万４０円、これは矢浜、宮之上、坂場西町の区画線、歩

行者帯の設置費用でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金４２万円、内訳は備考欄に記載のとおりです。  

 ７目センター費、予算現額３ ,２２３万７ ,０００円に対し、支出済額は３ ,２０

９万２ ,３２０円、１４万４ ,６８０円の不用額が生じました。  

 次に、決算書１１０、１１１ページをごらんください。  

 最下段になりますが、９目生活相談費、予算現額９５万１ ,０００円に対し、支

出済額は９２万８ ,３７６円、２万２ ,６２４円の不用額が生じました。  

 主なものは、次ページ、１１３ページ、８節報償費６３万円、これは無料法律相

談弁護士２名分の報償費でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金２５万円、これは尾鷲市自治会連合会への補助金

でございます。  

 それでは、実績報告書２６ページをごらんください。  

 事業名、市民相談事業です。事業内容は、法律相談、行政相談、司法書士相談を

予約制として、それぞれ月１回開催させていただいております。その他人権相談を

除き、一般相談を随時実施しております。  

 相談件数は、記載のとおり、総件数１１５件となっております。事業費は９２万

８ ,０００円、財源内訳では、国庫支出金２万３ ,０００円、その他特定財源として

１万円、一般財源は８９万５ ,０００円でございます。  

 それでは、決算書１１２、１１３ページにお戻りください。  

 １１目人権啓発推進費、予算現額５８万５ ,０００円に対し、支出済額は５０万

１ ,６３９円、８万３ ,３６１円の不用額が生じました。  

 次ページ、１１４、１１５ページをごらんください。  

 １９節負担金、補助及び交付金４２万２ ,０２３円、内容は備考欄に記載のとお

りです。  

 次に、１２０、１２１ページをごらんください。  

 １３目コミュニティセンター費、予算現額３ ,３５８万円に対し、支出済額は３ ,

２４０万３６６円、１１７万９ ,６６４円の不用額が生じました。主なものは、備
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考欄に記載のとおり、各コミュニティーセンターの運営委員等報酬、講座等の講師

謝礼、光熱水費、浄化槽保守点検手数料。  

 次ページをごらんください。  

 １４節の使用料及び賃借料では、１８８万２ ,７８０円、主なものは、三木浦漁

村センター借上料１００万円が主なものです。  

 １５節工事請負費１ ,３００万６ ,４４０円で、賀田コミュニティーセンターの空

調設備改修工事が４８７万８００円、旧曽根コミュニティーセンター解体整備工事

費が８１３万５ ,６４０円でございます。  

 １８節備品購入費２３２万２ ,０００円、これは各コミュニティーセンターにＡ

ＥＤ１０台を購入し、設置したものでございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金２３３万５ ,２９３円、主なものは、一般コミュ

ニティ助成事業補助金１８０万円、梶賀地区において、町内放送無線設備を整備し

たものでございます。  

 １４目諸費、予算現額１ ,０１３万円に対し、支出済額は９４９万５ ,５２５円、

６３万４ ,４７５円の不用額が生じました。支出済額のうち、市民サービス課分は、

次ページ、１２５ページになりますが、工事請負費までの合計額７５９万９ ,５２

５円でございます。  

 １１節需用費では、６９８万１ ,８８９円、主なものは、光熱水費５５９万１ ,７

１３円で、これは防犯灯等の電気代でございます。  

 次に、１２節役務費５４万７ ,９１６円、内訳としましては、浄化槽保守点検手

数料３３万９ ,８００円、停電時対応型ＬＥＤ防犯灯バッテリー交換手数料１５万

４ ,４４０円でございます。  

 １５節工事請負費６万３ ,７２０円は、防犯灯設置工事費分２件分でございます。  

 次に、決算書１３４、１３５ページをお願いします。  

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、予算現額４ ,

７８３万５ ,０００円に対し、支出済額は４ ,３５６万５ ,４３７円、４２６万９ ,５

６３円の不用額が生じました。  

 次ページ、１３６、１３７ページをごらんください。  

 １３節委託料５３７万４ ,０８０円、主なものは、戸籍システム保守業務委託料

３１０万５ ,０００円、総合住民情報システム改修業務委託料２１９万９ ,９６０円

です。  

 １４節使用料及び賃借料３７３万５ ,３６０円、主なものは、戸籍電算システム
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借上料３６９万８ ,１００円が主なものでございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は、支出済額１４７万７ ,９００円、主な

ものは、通知カード・個人番号カード関連事務負担金１４５万８ ,０００円、３９

６万３ ,１００円の不用額が生じました。不用額につきましては、平成２９年度通

知カード・個人番号カード関連事務を行うに当たり、１７９万円を平成２８年度繰

越明許費予算としてお認めいただきました。また、平成２９年度事務関連負担金の

額が不確定であったため、３６３万１ ,０００円を平成２９年度現年度予算として、

合わせて５４２万１ ,０００円の予算で業務を実施させていただきましたが、第２

回の事務負担金の確定が平成３０年３月であったこともあり、補正予算での減額補

正も間に合わず、また、負担金の額も繰越明許費予算で支払いが可能であったこと

から、３９６万３ ,１００円の不用額が生じたものでございます。  

 ここで、実績報告書３０ページをごらんください。  

 主幹の北村より説明をさせていただきます。  

○北村市民サービス課主幹兼係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書に

基づき御説明させていただきます。  

 事業名、個人番号カード交付事業、事業内容としましては、平成２８年１月から

施行されているマイナンバー制度のもと、個人情報の保護に十分注意しながら申請

業務を行うとともに、個人番号カードを適切かつ確実に申請者に交付を行っており

ます。平成３０年３月末で申請件数１ ,８８７件、交付枚数１ ,３９６枚、交付率は

７ .４４％となっております。事業費としましては１４５万８ ,０００円、財源内訳

としましては、国庫支出金で１２９万２ ,０００円、その他特定財源として、通知

カード再交付手数料１６万６ ,０００円となっております。  

 以上でございます。  

○内山市民サービス課長   それでは、引き続き決算書１６４、１６５ページをお

願いいたします。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金費、予算現額１ ,０７６万３ ,０００

円に対し、支出済額は１ ,０７３万８ ,８２３円、２万４ ,１７７円の不用額が生じ

ました。  

 次に、１６８、１６９ページをごらんください。  

 最下段でございますが、９目後期高齢者医療費、予算現額４億１ ,８４４万９ ,０

００円に対し、支出済額は４億１ ,８４４万８ ,６４４円で、３５６円の不用額が生

じました。  
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 次ページをごらんください。  

 １９節負担金、補助及び交付金２８２万９ ,０００円、２８節繰出金４億１ ,５６

１万９ ,６４４円でございます。  

 次に、決算書２０８、２０９ページをごらんください。  

 ４款衛生費、３項３目環境衛生費、予算現額１３９万円に対し、支出済額は１０

２万５ ,１５０円で、３６万４ ,８５０円の不用額が生じました。  

 １３節委託料７４万９ ,１００円、内訳は、畜犬登録等業務委託料７４万９ ,１０

０円、内訳は、巡回狂犬病予防注射７２万８００円及び注射済み票交付業務委託料

２万８ ,３００円でございます。  

 次ページをごらんください。  

 １９節負担金、補助及び交付金１６万円は、これは猫避妊等手術費補助金でござ

います。  

 次に、４目斎場管理費、予算現額１ ,６８３万７ ,０００円に対し、支出済額は１ ,

６６７万７ ,３６０円、１５万９ ,６４０円の不用額が生じました。  

 １３節委託料１ ,３９８万３ ,８４０円、内訳は、斎場指定管理料１ ,３６４万９ ,

０４０円、指定管理者制度の実施により、民間業者に運営及び火葬等の業務を委託

しておりまして、平成２９年度斎場使用件数につきましては、火葬炉焼却実績数が

３２０体、汚物炉焼却実績数が１１４件でございます。  

 次に、炉点検業務委託料３３万４ ,８００円でございます。  

 １５節工事請負費２５９万２ ,０００円は、火葬炉修繕工事費でございます。主

なものは、主燃料耐火物積みかえ工事、再燃耐火物積みかえ工事等でございます。  

 ５目墓地管理費、予算現額９９万８ ,０００円に対し、支出済額は７８万４ ,８６

９円で、２１万３ ,１３１円の不用額が生じました。  

 主なものは、１３節委託料５０万１ ,５５２円で、光ケ丘墓地の清掃業務委託料

でございます。  

 以上で、平成２９年度一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 以上が一般会計の市民サービス課分の説明を受けました。  

 御質疑のある方は、御発言。  

○三鬼（和）委員   １２４、１２５ページなんですけど、決算書の。１２節役務

費の中に停電時対応型ＬＥＤ防犯灯バッテリー交換手数料１５万４ ,４４０円と１

５節工事請負費が６万３ ,７２０円、これも街灯というか、ある意味関連すると思
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うんですけど、バッテリー交換とか、そういうのは、年間平均何台ぐらいを目途に

やられておるのと、工事費は新設であるとか移転とかあるんですけど、計画的には

大体どれぐらいの数を年間と目途にしておるのか、御説明ください。  

○内山市民サービス課長   防犯灯のバッテリーのほうなんですが、バッテリーの

寿命が大方４年から５年と言われております。現在、停電時対応型ＬＥＤの防犯灯

につきましては、２１７基全部でございます。年間設置年数によって、昨年度は２

５台分のバッテリーを購入しております。毎年そのペースで交換していくような形

で現在進めております。  

 工事請負費の６万３ ,７２０円につきましては、昨年の台風で、一部、九鬼地区

で設置してあったものが、基礎ごし流されたというところがございました。それを

新たに別の場所につけかえたので、工事請負費として２件分上げさせていただいた

ものでございます。  

 以上です。  

○三鬼（和）委員   台風２１号で周辺部というか、出張所管内が、近年では長い

時間、停電がありましたよね。そういった意味で、この防犯灯というのは、防災灯

も兼ねておると思うんですけど、今回、停電になってから、各地区のコミュニティ

というか、区長さんであるとか自治会長さん、町内会長さんを通じて、避難とか、

防災的にも機能したのかどうかと、そういったチェックはされなかったんですか。  

 平成３０年度の予算がついて進んでおる中ですけど、今回、長時間停電があった

ということで、北海道なんかもかなり電気の問題でいろいろ防災、防犯的な意味合

いもあったので、防災的な意味合いも含めておることから、避難するに当たっても、

電灯が機能しておったかどうかという、そういった角度で各地区の聞き取りとか、

そういうことは仕事されなかったんですか、どうなんですか。  

○内山市民サービス課長   基本的に、停電時対応型を設置するときに、平成２３

年から５カ年計画で行ったわけなんですが、その設置に当たりましては、学校の通

学路とか、避難路を優先的に停電時対応型の防犯灯を設置したものでございます。  

 今回の台風の場合は、事前に風雨が強まる前に基本的にはコミュニティへ避難を

いただいておるものでございます。復旧がかなり時間がかかったということで、余

り夜中に出歩く人もないのかなと。古江で１件、地区の方の聞き取りを行ったんで

すが、主要なところは何カ所かついておったので、それは助かったという話は伺っ

ております。ただし、全地区の聞き取りとか、そういうものまでは行っておりませ

ん。  
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○三鬼（和）委員   古江地区では、これまで計画的に仕事を進めてきた成果だと

思うんですね。ですので、こういったときがあったときには、やはり各地区の方々

にアンケートであったりとか、聞き取りというんですか、これは今後はされるほう

が、整備していくなり、今後つけかえするときに生かされるのではないかなと思い

ました。  

 一般質問でも楠議員が、駅前のほうの何かの話もされておりましたけど、北海道

の長時間の停電とか、いろいろなものも含めると、もう一度そういった状態が出た

ときに、これでよかったのかどうかということも含めて、できたら精査してほしい

なと思うんですけど、いかがですか。  

○内山市民サービス課長   停電時対応型につきましては、基本的には地震等の夜

間に起こった場合の避難路確保が主な目的だと思います。台風とかに関しましては、

基本的には、暴風雨のときは出歩かないということになっていますので……。  

○三鬼（和）委員   台風は関係ない。停電があったから、これを契機に今後のこ

とを考えて仕事しないのかと言っておるだけの話なので、もう少し単純なやりとり

をやめましょう。  

○濵中委員   決算書の１０９ページです。今通知いたしました。  

 この中の交通安全対策費の説明の中の工事請負費で、道路の白線関係の工事でし

たね。道路の上に描かれているものの中には、設置管理というあたりですみ分けが

あると思うんです。横断歩道のゼブラであるとか、それは全て道路管理者ではない

ですよね。そこをまず、担当するところをもう一度確認させてください。中央ライ

ン、側線、横断歩道、ゼブラ。  

○内山市民サービス課長   確実に把握しているわけではないんですが、うちで行

っておるのは、歩道と車道を分ける白線のかすれてきた部分の引き直しをやってお

るのが交通安全の対策事業の費用でございます。  

○濵中委員   そうしますと、今回これで延長何メートルぐらいをやられましたか、

この工事で。  

○内山市民サービス課長   済みません、一件一件の延長までは見ておりません。

また、後日報告させていただきます。  

○濵中委員   結構白線って、かすれると、運転者にも歩行者にも不安な部分があ

るんですね。できれば計画的に進めてほしいなと思うんです。ということは、こと

しは延長何メートルをやりましょうとするのか、それとも言われたところ、指摘が

あったところをしていくのかという、事業を組み立てるときに計画があれば、こと
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しの計画延長何メートルで、今回どれだけできましたよという説明が決算時にいた

だけるのかなという、そういう思いがしております。  

 それともう一点、そうしますと、総合病院の入っていくところにある駐車禁止の

車線は、あれは市管理のものではないですか。  

○南委員長   どこ。  

○濵中委員   救急車が入っていくところ、信用金庫のところを左へ行く。  

○南委員長   車道へ、停車禁止やな。  

○濵中委員   停車禁止のところ、違う。  

○内山市民サービス課長   済みません、ちょっと把握しておりません。調べて、

また御返事させていただきます。  

○濵中委員   じゃ、ここでこの発言をするのかどうかとは思いますけれども、交

通安全の管理という意味におきましては、じゃ、ほかの設置者があるんであれば、

実は最近、救急関係の方と聞き取りをさせてもらったときに、あそこに車がとまっ

てしまうことは、とても救急搬送にとっては困ることやし、事故があっては困ると

いうこともありまして、ところが、あそこは結構薄くなりやすいのか、見にくい感

じがあったり、啓発力に欠けるなという気がするんですよね。道路交通のあたりで

いろんな機関とお話し合いをするときに、もっと運転者にわかりやすい形がないの

かとか、あそこの部分の啓発がどうなのかというあたりも気にしてやりとりをして

ほしいなと思うんですけど、よろしくお願いします。  

○南委員長   一連の濵中さんの道路の白線等については、あすは建設課のほうが

入りますので、建設課のほうにも指示出しまして、しっかり説明していただくよう

申させていただきますので、よろしくお願いします。  

○濵中委員   もちろん道路管理という意味では建設課かわかりませんけれども、

ここに交通安全としての予算が乗った上での白線敷設ということも計画的に進めて

いただきたいので、計画面のあたりの説明もお願いしたいと思います。  

○楠委員   今の濵中委員の話じゃないですけど、交通規制なのかどうなのかとい

うのは、ふだん仕事の中で考えておかないとまずいんじゃないかなと思うので、そ

の１点。  

 ２点目、１０９ページのカーブミラー修繕料、金額的には大したことないなと思

うんですけど、先日、病院の前でカーブミラーをぶっ壊したというのがありました

よね。その場合、どう見てもこれは車がぶつかっている。市民の税金を使って直し

たじゃなくて、あくまでも対象となった人から損害料を請求するとか、そういった
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ことをやった事例があるのかどうか、確認したいと思います。  

○内山市民サービス課長   楠委員指摘の病院前のやつなんですが、あれはやって

すぐに守衛さんのほうに運転手さんから通報がございました。どうしたらいいのか

ということで、運転手さんのほうでやってもらったのが現状でございます。明らか

にわかるものについては、相手方に費用を求めるという形でやっております。  

○楠委員   確かにカーブミラーは皆さんが交通安全のために大切なものなので、

できれば必要に応じてはよく調査をして、相手方に請求をする、あるいはまた一方

では、劣化による交換とか修繕が出た場合には、公共施設の保険とか入っていれば、

そういうのを活用して、なるべく市民の税金が無駄遣いにならないように、対応し

てほしいなというふうに思います。  

 次に、１２３ページの個別の名称が出てくるんですけど、使用料及び賃借料、三

木浦漁村センターの借上料、それと、同じく負担金のところで、三木浦漁村センタ

ーの負担金、これの違いをちょっと説明してもらえんですか。  

○内山市民サービス課長   まず、使用料及び賃借料の三木浦漁村センター借上料

につきましては、三木浦漁村センターを建てたときに、それの費用の一部を市が建

設に伴う負担金として、毎年１００万円を払っておる。建設に対する補助金として

払っておるのが現状でございます。  

 漁村センターの２階部分をコミュニティーセンターとして活用しておりますので、

負担金としましては、電気代とか、一部経費についての負担金というものになって

おる次第でございます。  

○楠委員   今の説明ですと、この施設を建てたときの補助金というのであれば、

使用料及び賃借料にならないですよね。いわゆる５カ年とか１０カ年でそこの施設

の補助金を出しますというふうにしておかないと、全然節の説明がおかしいんじゃ

ないかなと思う。  

 あと、負担金は施設を借りたときの負担金なのか何なのか、極端な言い方をすれ

ば、一般にアパートを借りたときに、公租公課はあくまでも個人のものでというの

もありますし、電気代も何も全部家主が見ますよというのもありますし、その辺の

考え方ってどうなんですかね。というのは、ちょっと気になるのは、センターのそ

のものが悪いとかじゃなくて、いつまで続けるかという話になるんですよ。  

 だから、今言ったように、建てるための補助金なんですよね、センターは。だけ

ど、そうすると、実際に工事費そのものが既に償還が終わっているのに、延々と補

助金として出すのかというのは、だから、さっきも言ったように、節の使用料及び
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賃借料と説明の補助金と、説明の意味が私は全然わからないんだけど。  

○南委員長   三木浦漁村センターの借上料については、昭和５９年からスタート

しております。やはりコミュニティーセンターがないということで、それの代替と

いうことで、今、三鬼和昭さんが言われましたように、建てるまでということにな

るんじゃないかなというようなことで認識をしております。そういうことやったね。

昭和５９年からやと思います、たしか。  

○楠委員   私の聞きたいのは、建てているものを借りているのは別にどうってこ

とないんですよ。今説明の中で補助金と言ったでしょう。補助金だったら、建てる

までの補助金の……。  

○南委員長   もう一度、説明をお願いいたします。  

○内山市民サービス課長   １４節使用料及び賃借料のほうは、２階部分の借り上

げの部分の負担金でございます。済みません、説明がちょっと……。２階部分、コ

ミュニティーセンターの事務費及びコミュニティで使う大広間等の借上料という形

でございます。  

○楠委員   そうすると、負担金って何なんですか。  

○内山市民サービス課長   コミュニティ等で使う講座等のときに、当然電気とか

クーラーも使いますので、それの電気代等の負担分でございます。  

○楠委員   そうすると、基本的に今言ったように、公租公課とか、いろんなのが

ありますよね。公共施設だから、税金は免除されているでしょうけど、電気代、水

道代はあくまでも個別メーターで使用料とかいうのを払うのは当たり前で、積み上

げの負担金なんていうのは、根拠がどこにあるのか、ちょっと教えてもらいたいん

ですけど。  

○内山市民サービス課長   ちょっと調べて、資料を出させていただきます。済み

ません。  

○奥田委員   １点だけ、先ほど三鬼和昭委員が質問しましたように、１２４、１

２５のところの防犯灯ですね。工事請負費６万３ ,７２０円、これは先ほど九鬼の

を移設したということで、２件分というのは、それだけですか。新規の分は全然な

しですか。  

○内山市民サービス課長   先ほどの防犯灯につきましては、九鬼が１件と新田の

分が１件です。  

○奥田委員   じゃ、九鬼だけじゃなくて、新規もあるんですね。新田が１件ある

と。  
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 これはあれですか。楠委員も一般質問で言われたけど、本当に駅前、駅裏もそう

なんですけど、真っ暗なんですよね。僕はがんがんに明るくせいとは言いませんけ

ど、商店街にしても、この前、新川原町の夜間避難訓練のときも、堀町通りも暗い

なと僕は思ったんですよね。商店街も暗い、堀町通りも暗い、駅前も暗い、駅裏も

暗い、防災時の避難とか、そういうことも大事やけれども、ふだんの防犯というこ

とを考えた場合に、本当にさっきも言ったように、がんがんに明るくせいとは言い

ませんよ。でも、何メートルにもわたって、すれ違っても相手の顔が見えんという

ところが多々あるんですよね。これは本当に大丈夫なのかなという気はするんです

けど、皆さんが懐中電灯を持って夜歩いたらええんやけれども、もうちょっと尾鷲

駅前とか商店街、尾鷲の玄関口なのに、これでええんかなという気もするし、もう

ちょっと防犯灯をつけられんかなと。財政難であれなんやけれども。  

○内山市民サービス課長   駅前の蛍光灯につきましては、市長の答弁のほうで商

工のほうで設置するという話を聞いております。  

 また、商店街につきましては、昔、商店街のほうで自前で電気をつけて、電気料

も見ておったんですが、なかなか商店街も空き店舗が多くなってくる中で、経費が

なかなか賄えないということで、かなり暗くなっておる、空き家もふえて暗くなっ

ておる中で、市の財源も大変厳しいのがありますので、一定の設置要綱を以前から

見直しも言われておるんですが、数字上で３０メーターとか４０メーターで区切っ

てつけていくというのもなかなか難しいものがありますので、来年度に向けてもう

少し要綱を見直して、つけんなんところはつけんなんと思いますので、考えていき

たいと思います。  

○奥田委員   ぜひちょっと考えて、本当に何回も言うけれども、がんがんに明る

くせいとは言いませんけれども、余りにも暗過ぎるもんで、ぜひ検討いただきたい

と思います。  

 もう一点、先ほど三鬼和昭委員も質問していた、停電時対応型のＬＥＤの防犯灯

ですけど、２１７基あるということですけど、この前の委員会でお聞きしましたけ

ど、古江は５基あるというのは僕聞いたんですね。２１７基、どこに地区別でどの

ぐらいついているかというのを、また後日でいいので、資料をいただけたら助かる

なと思うんですけど。  

 それと、僕、古江で聞いた話なんやけれども、もうちょっとふやしてほしいなと

いう意見と、それから、最近のＬＥＤって小ちゃいじゃないですか、長さが。以前

のやつやと長いもんで、照らす幅も結構あるんですよ。小ちゃいもんで、その下だ
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けしか照らさんというようなところがあるみたいなんやけど、そういうクレームっ

てないですか、担当課のほうには。  

○内山市民サービス課長   確かに、昔、蛍光灯は、かなり蛍光灯の幅があって、

ぼやっと広くて、ＬＥＤの場合は小さいものですから、真下だけしかというような

部分は聞いております。  

○奥田委員   それと、決算とちょっと関係ないですけど、そういうのって何とか

ならんのですかね。もうちょっとぼんやりでもええもんで、もうちょっと広範囲に

明るくなるような。  

○内山市民サービス課長   今つけておる防犯灯、２３年から５年計画で、総数２ ,

１８４基かえたところです。それをかえるわけにもいきませんので、基本的には現

在のＬＥＤ型で対応していきたいと考えています。  

○南委員長   今の防犯灯の新設の要綱、見直しも考えんなんということですから、

できたら要綱のほうも防犯灯の、参考までにタブレットのほうへ入れていただいた

らと思います。  

○濵中委員   ページ数でいきますと２０９ページです。通知します。  

 わずかなところなんですけれども、委託料の畜犬登録、３割ぐらいの不用が出て

いるんですけれども、恐らく予算のときは前年度からある程度予算されているのか

なと思うんですけれども、これだけ差額があるということは、数が減ったことなの

か、未登録の方が残ってしまったのかというあたりはわかりますか。２０９ページ、

委託料。  

○内山市民サービス課長   ２０９ページの最下段の畜犬登録等業務委託料でござ

います。これにつきましては、狂犬病予防のための注射を登録のところへ御案内申

し上げて注射に来てもらうわけなんですが、平成２９年度は２７２頭の犬を連れて

きていただきました。単価は２ ,６５０円なんですが、ただし、うちのほうに登録

のある犬の件数としては、約１ ,０００件程度の登録がございます。その中で、は

がきを出して、平成２９年度の注射の場所と日時をお知らせするわけですが、あく

までも飼い主の方の意識もありまして、件数的には前年実績を見て予算計上してお

るんですが、思ったよりも注射に来る方が少なかったというのが現状でございます。  

○濵中委員   ちょっと知識がなくて申しわけないんですけれども、狂犬病の予防

注射というのは、強制とか義務ではないんですか。  

○内山市民サービス課長   基本的には義務になっております。  

○濵中委員   義務であるんやったら、飼い主の意識という問題ではないような気
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がするんですね。もうちょっときちんと御説明申し上げて、ちゃんと接種をしてい

ただくという動きが必要かなという気はするんですけど、そのあたりはどうなんで

すか。  

○内山市民サービス課長   飼い主の方によっては、その期間ではなしに、自分で

動物病院へ連れていって受けられる方も見えますので、これは市で開催日時を決め

てやった分でございます。  

○濵中委員   そうしますと、市で準備をして受けられる場合には、市の業務の中

で、もちろん実費はあるんでしょうけれども、受けられて、個人でやられる方は、

受けられる金額に差はないんですか。  

○錦市民サービス課主査   受けられる金額と、注射のものについては、三重県内

は一定になっております。県外で受けられた場合は差が出ることがあると考えられ

ます。  

○濵中委員   済みません、今ごろになってこんなことを聞いておるのがおかしい

んですけれども、じゃ、委託料の部分というのは、接種に係る部分ではないんです

か。どう聞いてええんかな。  

○錦市民サービス課主査   こちらについては、狂犬病予防注射と、あと犬の登録、

そちらの分の二つの分の委託料になっております。それで、例えば尾鷲の動物病院

と紀北町さんにある動物病院さんのほうについては、そういったような観察であっ

たりとか、注射済み票であったりとかいうものをお渡しして、そちらで発行してい

ただくと。そして、それ以外のところで受けていただいたものについては、市のほ

うに、注射された場合には、こちらに来て、注射済み票を受け取ってくださいねと

いう話にはなっているわけですけれども、全ての方が受け取りに来られておるかど

うかというところまでは把握はしておりません。  

○内山市民サービス課長   この委託料は、動物病院のお医者様に、市の用意した

場所に来ていただいて、そこで飼い主の方がその場所へ犬を連れてきて注射を打っ

てもらう、病院へ払う委託料でございます。  

○濵中委員   あともう一点、さっきの街灯の部分なんですけれども、２８年度に

設置業務が終わって、２９年度、今回の決算に関しては、街灯の光熱水費に関して

初めて用意すべきＬＥＤがそろった形での光熱水費になったと思うんですけれども、

ちょっと私、ページが見つけられないので、そちらから通知していただきたいんで

すけれども、どれぐらい街灯の電気代は減らせましたか。  

○内山市民サービス課長   決算書でいうと１２５ページの需用費の中の光熱水費
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５５９万１ ,７１３円の部分だと思います。これにつきましては、防犯灯の電気代

が２３年から２７年にかけて５カ年計画でやったわけなんですが、平成２５年のと

きは一番高い電気料金として９２８万６ ,１１２円かかっておりました。現在、５

５９万１ ,７１３円ということで、約４０％の減額の料金となっております。ただ

し、電気料金につきましては、燃料代費の部分が大きな影響を受けると思いますが、

基本的に数字だけ言いますと、約４０％の減額というふうになっております。  

○濵中委員   現在、一応の計画年度を終了して、一通り全部終わりましたよね。

ＬＥＤでないところって、まだ残っておるものはどれぐらいありますか。  

○内山市民サービス課長   基本的に、平成２３年から２７年の５カ年で２ ,１８４

基を整備したわけなんですが、まだ、地区で自前で設置した蛍光灯式のものとか、

区で設置したもの等が残っております。ただし、設置年代が古いものですから、ど

ちらで設置したかどうかというのが不明な部分も何件かございます。担当課のほう

で現地で見ながら洗い出したんですが、約２００件から２５０件不明というか、ど

ちらとも言えない蛍光灯の部分がまだ残っているのが現状でございます。  

○濵中委員   電気料金の減額を見ると、やはり効果があったのかなという気はし

ますし、これから数年たてば、これまでの工事をして、かえたときの分も癒えてい

くぐらいの金額なのかなという気がするんですけれども、市以外で設置してある防

犯灯に関しても、電気代は市が負担しているというふうに理解してよろしいですか。  

○内山市民サービス課長   基本的には中電との契約になりますので、区でつけた

分につきましては区のほうと契約をしているのが現状です。  

○楠委員   ２１０、２１１ページの墓地管理費のところなんですけど、ここの近

くの保育園の隣の墓地と光ケ丘の墓地と管理区分が違うということ。  

○錦市民サービス課主査   光ケ丘墓園のほうにつきましては、市のほうが底地の

ほうを永代使用料という格好で使用権を建てる方に買っていただいて、そして、そ

こを使っていただくというような格好になっておりますけれども、古戸町の白石墓

地であったりとか、折橋墓地であったりとか、馬越墓地については、委員会という

のを立ち上げまして、そちらのほうで管理していただいております。  

 永代の使用料というのは取らずに、年間の管理費というような格好で年間５ ,０

００円ずつ支払っていただいているというような状況でございます。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○内山市民サービス課長   先ほどの白線の件の補足説明をさせていただきます。  
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○北村市民サービス課主幹兼係長   先ほど白線の距離、２９年度実績ということ

で御報告させてもらいます。全部で１ ,８７７メートルの白線を引かせていただい

ております。  

 あと、病院前の緊急停車のほうも、公安委員会のほうと協議させていただきまし

て、実施する際は、交通安全の対策費のほうの市民サービス課のほうで実施すると

いうようなことになっております。  

 当初、楠委員さんから、三木浦の負担金３９万３ ,２９３円の件につきまして、

電気等は別メーターになっておりますので、三木浦は三木浦、市のほうは市のほう

のメーターで管理して、その分を市のほうで払っておるというような状況になって

おります。  

 以上でございます。  

○濵中委員   病院前のところね、さっきの話と重なりますけれども、実施するの

が市であるならば、あそこの線が、ほとんどの方、車を運転される方は、何のため

にあそこが停車禁止になっておるかというのは御理解いただいておるとは思うんで

すけれども、やはりたまに見かけますので、昔に思えば随分と減りましたけれども、

やはり信号停止のときにあそこへ入ってしまっている方、決してなくなってはいな

いんですよ。それの必要性であるとか、なぜここにこれがあるのかというあたりが、

もうちょっと伝える必要があるかなというふうには感じております。  

 なので、ああいうもののハードの設置の責任と、もう一つ、ソフト面での市民へ

の交通安全啓発の中ででも、そういったあたりぜひ広報していただきたいなと思い

ます。  

○楠委員   今、担当のほうから追加の説明があった部分で、個別メーターになっ

ているんだから、負担金というのは逆に何なのかというをお聞きしたいんですけど。  

○南委員長   光熱水費で入れなあかんわな、メーターは別やったら。項目を変え

なあかんと思います。  

○北村市民サービス課主幹兼係長   先ほども負担金のところで、僕が別メーター

等々と説明させていただいたので、再度また、この負担金について、資料をまた提

供させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○南委員長   決算やもんで、もしメーターが独自であった場合は、これはまずい

と思うんさね、負担金では。そこら辺は、きちっとまた検討せんなんのや、これ。

決算する立場としたら、なかなか認めにくいと思うんですけど、個別のメーターが

上がっておったら、光熱水費で明確に予算計上、決算でも。予算では、多分そのよ
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うな形で上がっておって、決算もそうなっていたと思うんですけれども、これは見

直してもらうほうがいいと思います。  

○内山市民サービス課長   早速資料にまとめて報告させていただきます。  

○南委員長   わかりました。  

 それでは、続けて、議案第５９号、国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算の

説明を受けたいと思います。  

 時間的にどのぐらいかかりますか。  

（「全款を含めて３０分です」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、午前中は説明だけ受けたいと思います。  

 それでは、課長、お願いいたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、議案第５９号、平成２９年度尾鷲市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明させていただきます。  

 歳入比較増減額５０万円以上につきましては、全て見込みを上回ったり下回った

りしたことによりますものですから、個別の説明は割愛をさせていただきたいと思

います。  

 歳出の不用額５０万円以上につきましても、同様に全て見込みを下回ったことに

よるものですので、個別の説明は割愛をさせていただきたいと思います。  

 それでは、決算書３４２、３４３ページをごらんください。通知をさせていただ

きます。  

 平成２９年度の決算は、歳入の収入済額合計３０億６ ,５４１万１ ,２９１円に対

し、次ページ、３４４、３４５ページをごらんください。歳出の支出済額合計、２

９億７４７万７ ,１４９円で、次ページ、３４７ページの上段になりますが、歳入

から歳出を差し引いた形式収支は１億５ ,７９３万４ ,１４２円の黒字決算となりま

した。この主な要因は、歳入において国の交付金等が見込みを上回ったこと、また、

歳出においては、保険給付費、医療費になりますが、の支出が見込みを下回ったこ

とによるものでございます。  

 次に、３４８、３４９ページをごらんください。  

 歳入の説明です。  

 １款国民健康保険税につきましては、税務課から説明をさせていただきます。  

○吉沢税務課長   １款国民健康保険税は、予算現額３億８ ,６３６万９ ,０００円

に対して、調定額４億６ ,５１８万４ ,８４８円、収入済額３億８ ,６２４万３ ,６３

９円となりました。不納欠損額は３７６万６ ,１５５円で、収入済額は７ ,５１７万
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５ ,０５４円であります。  

 委員会資料１４ページのほうをごらんください。  

 国民健康保険税の不納欠損額調書であります。右下合計欄をごらんください。  

 ５５件、２０名分、３７６万６ ,１５５円の不納欠損処分を行いました。  

 次に、委員会資料６ページをごらんください。  

 こちらは、平成２９年度の国民健康保険税の決算概要として、前年度比較を取り

まとめた資料であります。  

 表６の調定額をごらんください。  

 最下段合計の欄、マーカーの部分をごらんください。  

 平成２９年度の国民健康保険税の調定額は、前年度調定額と比較して２ ,３７４

万４ ,８２９円減少いたしました。調定額の減少は、国民健康保険の加入世帯数、

被保険者数の減少や所得割の課税対象所得の落ち込みが原因と考えております。  

 次に、表７、収入済額をごらんください。  

 こちらの合計欄をごらんください。  

 平成２９年度国民健康保険税の収入済額は、前年度と比較して２ ,３２７万６ ,６

５３円減少いたしました。  

 次に、表８、収納率をごらんください。  

 ２９年度国民健康保険税の収納率は８３ .０３％と前年度から０ .７３ポイントと

若干減少しております。  

 次に、資料７ページをごらんください。  

 こちらには、より詳細な国民健康保険税収納実績表を掲載しております。こちら

のほうは、後ほど御参照をお願いします。  

 決算書３４８、３４９ページにお戻りください。  

 国民健康保険税の内訳を申し上げます。  

 １款１項国民健康保険税、１目一般国民健康保険税につきましては、予算現額３

億７ ,７４２万９ ,０００円に対して、調定額４億５ ,４４５万１３３円、収入済額

３億７ ,７４７万７ ,２８０円、不納欠損額は３７６万６ ,１５５円、収入未済額は

７ ,３２０万６ ,６９８円であります。  

 収入済額の節ごとの内訳につきましては、１節医療費給付分現年課税分から６節

の介護納付金分滞納繰越分まで、それぞれ記載の収入済額となっております。  

 次に、２目の退職者国民健康保険税につきましては、予算現額８９４万円に対し

て、調定額１ ,０７３万４ ,７１５円、収入済額８７６万６ ,３５９円、収入未済額
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１９６万８ ,３５６円であります。こちらも収入済額の節ごとの内訳につきまして

は、１節医療給付分現年課税分から次の３５０、３５１ページの６節介護納付金分

滞納繰越分まで、それぞれ記載の金額の内訳となっております。  

 国民健康保険税の説明は以上であります。  

 説明を市民サービス課と交代します。  

○内山市民サービス課長   それでは、決算書３５０、３５１ページをごらんくだ

さい。  

 下の段、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、予算現額

３億８ ,４３４万３ ,０００円に対し、調定額及び収入済額は同額の４億１ ,３９４

万４ ,１２０円でございます。  

 １節現年度分、調定額及び収入済額は同額の４億１ ,３９４万４ ,１２０円でござ

います。  

 ２節過年度分、調定額及び収入済額は、ともにゼロ円でございます。  

 ２目高額医療費共同事業負担金、予算現額１ ,２２４万５ ,０００円に対し、調定

額及び収入済額は、同額の１ ,２２４万８ ,６１３円でございます。これは、高額医

療費の発生による市町保険者の財政運営の不安定を勘案するために行う高額医療費

共同事業に対する市町の拠出金に対し、標準高額医療費共同事業拠出金の額の４分

の１を国が負担するものでございます。  

 ３目特定健康診査等負担金、予算現額２８８万２ ,０００円に対し、調定額及び

収入済額は同額の３０２万３ ,０００円でございます。  

 次に、３５２、３５３ページをごらんください。  

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、予算現額１億２ ,１１３万７ ,０００円に

対し、調定額及び収入済額は同額の１億４ ,４９８万１ ,０００円でございます。  

 ４目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金、予算現額１ ,０１４万１ ,０００

円に対し、調定額及び収入済額は同額の９６４万４ ,０００円です。これは、国保

の県一元化に伴う市の電算システム改修費に対する補助金でございます。  

 ３款１項１目療養給付費等交付金、予算現額６ ,０９２万７ ,０００円に対し、調

定額及び収入済額は同額の５ ,５８４万９ ,０００円でございます。  

 １節現年度分、調定額、収入済額は同額の５ ,５８４万９ ,０００円、２節過年度

分につきましては、調定額及び収入済額はともにゼロ円でございます。  

 ４款１項１目前期高齢者交付金、予算現額８億５ ,９０６万７ ,０００円に対し、

調定額及び収入済額は同額の８億５ ,９０６万７ ,２９８円でございます。  
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 ５款県支出金、１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、予算現額１ ,２

２４万５ ,０００円に対し、調定額及び収入済額は同額の１ ,２２４万８ ,６１３円

でございます。  

 ２目特定健康診査等負担金、予算現額２８８万２ ,０００円に対し、調定額及び

収入済額は同額の３０２万３ ,０００円です。  

 次ページをごらんください。  

 ２項県補助金、１目財政調整交付金、予算現額１億２ ,９８５万５ ,０００円に対

し、調定額及び収入済額は同額の１億１ ,１４１万５ ,０００円でございます。  

 ６款１項１目共同事業交付金、予算現額５億１ ,２４５万８ ,０００円に対し、調

定額及び収入済額は同額の５億５ ,６３０万１ ,１９８円でございます。  

 １節高額共同事業交付金、調定額及び収入済額は同額の３ ,８５９万１ ,６７１円

でございます。  

 ２節保険財政共同安定化事業交付金、調定額及び収入済額は同額の５億１ ,７７

０万９ ,５２７円でございます。  

 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入、予算現額及び調定額は同

額の４万１ ,０００円でございます。  

 ８款１項１目繰入金、予算現額２億１ ,４２６万３ ,０００円に対し、調定額及び

収入済額は同額の２億１ ,４２６万２ ,７６４円でございます。  

 １節保険基盤安定繰入金、調定額及び収入済額は同額の１億２ ,５６１万１ ,７６

４円でございます。  

 ２節職員給与費等繰入金、調定額、収入済額は同額の５ ,１３６万円でございま

す。  

 次に、３５６、３５７ページをごらんください。  

 ３節出産育児一時金等繰入金、調定額及び収入済額は同額の４７６万円です。  

 ４節財政安定化支援事業繰入金、調定額及び収入済額は同額の３ ,２５３万１ ,０

００円です。財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責めに期すことができない事

情、すなわち被保険者のうち、低所得者が多いこと、また病床数が過剰であること

により、医療費が高いことなどにより繰り出しされたものでございます。これらの

繰入金は、いずれも一般会計から国保会計への繰り出しが認められたものでござい

ます。  

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、予算現額、調定額及び収入済額は同

額の１億５ ,７３４万８ ,０００円でございます。  
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 ９款１項１目繰越金、予算現額１億１ ,３２７万１ ,０００円に対し、調定額及び

収入済額は同額の１億１ ,３２７万１ ,５４７円、平成２８年度から２９年度への繰

越金でございます。  

 １０款諸収入、１項雑入、１目一般分第三者納付金、予算現額は５５８万３ ,０

００円に対し、調定額及び収入済額は同額の５５８万３ ,５４８円でございます。

これは、一般被保険者が交通事故等第三者の行為により負傷した場合の保険給付に

対する返納金でございます。  

 ２目退職分第三者納付金、予算現額１０万円に対し、調定額及び収入済額は、ゼ

ロ円でございます。  

 ３目一般分納付金、予算現額５万円に対し、調定額は２１万３ ,５５３円、収入

済額１万５ ,２３０円で１９万８ ,１２３円の収入未済額が生じました。これは、一

般被保険者の所得区分変更に伴う高額療養費等の返納金です。なお、収入未済額に

つきましては、３０年度に繰り越しし、現在も引き続き返納、分納をしていただい

ております。  

 ４目退職分納付金、予算現額１９８万円に対し、調定額及び収入済額は同額の１

９８万４９８円でございます。  

 ５目雑入のうち、１節、２節延滞金につきましては、税務課から説明をさせてい

ただきます。  

○吉沢税務課長   １節一般分延滞金４８２万５ ,０８１円、２節退職分延滞金１ ,

４００円、これはいずれも国民健康保険税の延滞金収入であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、下の３節雑入、調定額及び収入済額は同額

の９万３ ,７４２円でございます。  

 次に、３６０、３６１ページをごらんください。  

 歳出について説明をさせていただきます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額５ ,６７３万１ ,０００

円に対し、支出済額は５ ,５６８万７ ,３９１円、不用額は１０４万３ ,６０９円で

ございます。  

 １２節役務費４５７万６ ,１０３円、主なものは、国保連合会が行う確認事務手

数料２０１万６ ,３４４円、通信運搬費１５２万６ ,３８０円が主なものでございま

す。  

 次ページ、３６２、３６３ページをごらんください。  
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 １３節委託料１ ,０３４万８ ,３７０円、その内訳は、国保の県一元化に伴う市電

算システム改修費を含む国保診療報酬等電算委託料１ ,０２３万８ ,８９１円、国民

健康保険被保険者証作成業務委託料１０万９ ,４７９円でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金４０２万４ ,０００円、これは総合住民システム

利用の負担金でございます。  

 ２目連合会負担金、予算現額１０５万８ ,０００円に対し、支出済額は１００万

４ ,１６７円、不用額は５万３ ,８３３円でございます。  

 主なものは、国保連合会保険事業負担金４６万１ ,９３１円、連合会一般負担金

５３万６７０円でございます。  

 ２項徴税費、１目賦課徴税費につきましては、税務課から説明をさせていただき

ます。  

○吉沢税務課長   １目賦課徴税費、予算現額７２７万１ ,０００円に対して、支出

済額６３２万２ ,０９９円、不用額９４万８ ,９０１円であります。内訳を申し上げ

ます。  

 ４節共済費と７節賃金につきましては、総務課説明分でありますので割愛させて

いただきます。  

 ９節旅費の支出済額３万７ ,４００円は、市外徴収に係る普通旅費であります。  

 決算書、次の３６４、３６５ページをごらんください。  

 １１節需用費の支出済額６２万５ ,１２６円については、主なものは、業務関連

印刷製本費５０万円であります。  

 １２節役務費の支出済額９０万６ ,９０７円について、主なものは、納税通知書

などの送付に係る通信運搬費７６万６ ,６０３円であります。  

 １４節使用料及び賃借料の支出済額２３万５ ,０００円について、主なものは、

納税相談員３名分の車借り上げ料２１万６ ,０００円であります。  

 １９節負担金、補助及び交付金の支出済額１０７万７ ,６９３円は、三重地方税

管理回収機構への負担金４２万円と納付書共同印刷負担金６５万７ ,６９３円であ

ります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、３項１目運営協議会費でございます。予算

現額５２万５ ,０００円に対し、支出済額は２７万５ ,３７０円、不用額は２４万９ ,

６３０円でございます。国保運営協議会に係る委員報酬が主なものでございます。

国保の運営協議会は、国保事業の適切な運営を図るための市町の必置機関でござい
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ます。被保険者を代表する委員５名、保険委員、または保険薬剤師を代表する委員

５名、公益を代表する委員５名の１５名で構成されております。２９年度につきま

しては、３回の開催でございました。  

 ４項１目趣旨普及費、予算現額６万２ ,０００円に対し、支出済額は４万１ ,０３

２円で、不用額は２万９６８円でございます。国保のしおり等の印刷手数料でござ

います。  

 ２款保険給付費、１項療養諸費、次ページ、３６６、３６７ページをごらんくだ

さい。  

 １目一般分療養給付費等、予算現額１５億７ ,８９３万６ ,０００円に対し、支出

済額は１５億１ ,６４０万８ ,１００円で、不用額は６ ,２５２万７ ,９００円でござ

います。これは、一般被保険者の医療費でございます。  

 ２目退職分療養給付費等、予算現額４ ,５３４万１ ,０００円に対し、支出済額は

３ ,８４２万４ ,３４５円、不用額は６９１万６ ,６５５円でございます。これは、

退職被保険者の医療費でございます。  

 ３目一般分療養費、予算現額１ ,５８１万円に対し、支出済額は１ ,５８０万９ ,

０４０円、不用額は９６０円です。主なものは、一般被保険者の療養費１ ,５７１

万５ ,６１９円でございます。  

 ４目退職分療養費、予算現額３５万１ ,０００円、支出済額３１万３ ,６３９円で

す。  

 ５目支払審査手数料、予算現額５１３万円に対し、支出済額は４５８万３ ,５４

３円、不用額は５４万６ ,４５７円、主なものは、診療報酬審査支払手数料４５２

万２ ,７４１円でございます。  

 ２項高額療養費３６８、３６９ページをごらんください。  

 １目一般分高額療養費、予算現額２億２ ,２７３万４ ,０００円に対し、支出済額

は２億２ ,１１２万４ ,４９３円、不用額は１６０万９ ,５０７円です。  

 ２目退職分高額療養費、予算現額１ ,０６６万６ ,０００円に対し、支出済額は７

４９万８ ,９９８円、不用額は３１６万７ ,００２円でございます。  

 ３項移送費、１目一般分移送費及び２目退職分移送費は、支出がございませんで

した。  

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、予算現額７１４万５ ,０００円に対し、

支出済額４６２万２ ,３１０円、不用額は２５２万２ ,６９０円です。  

 次ページ、３７０、３７１ページをごらんください。  
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 平成２９年度においては、対象者１１名に対し、一時金４６万２ ,０００円を交

付させていただきました。２８年度は１５名掛ける４２万円で６３０万円を交付し

ております。２９年度につきましては、１７名を予定しておりましたが、６名分２

５２万円の不用額が生じたものでございます。  

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、予算現額２５０万円に対し、支出済額は１７０万円、

不用額は８０万円です。対象者３４名の方に１件５万円を支給したものでございま

す。  

 ３款１項後期高齢者納付金等、１目後期高齢者支援金、予算現額２億７ ,８６５

万円に対し、支出済額は２億７ ,８６４万９ ,３２４円、不用額は６７６円です。  

 ２目後期高齢者関係事務費拠出金、予算現額１万９ ,０００円に対し、支出済額

１万８ ,４４１円です。  

 ４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金、予算現額１０１万２ ,０

００円に対し、支出済額は１０１万１ ,１９８円、不用額は８０２円でございます。  

 ２目前期高齢者関係事務費拠出金、予算現額２万２ ,０００円に対し、支出済額

は２万１ ,３１５円。  

 ３７２、３７３ページをごらんください。  

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金は、支出がございませんで

した。  

 ２目老人保健事務費拠出金、予算現額３万円、支出済額７ ,０９９円です。  

 ６款１項介護納付金、１目一般分介護納付金、予算現額１億３７２万６ ,０００

円に対し、支出済額は１億３７２万５ ,２２３円、不用額は７７７円です。  

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額共同事業医療費拠出金、予算現額４ ,８９８

万３ ,０００円対し、支出済額は４ ,８６５万６ ,５５２円でございます。  

 ２目その他共同事業拠出金、予算現額１ ,０００円に対し、支出済額は３２２円

でございます。  

 次に、３７４、３７５ページをごらんください。  

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、予算現額４億５ ,６１６万１ ,０００円に対

し、支出済額は４億５ ,５４４万８１４円、不用額は７２万１８６円です。  

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、予算現額１ ,４４３万１ ,００

０円に対し、支出済額は１ ,３０５万４ ,２４２円、不用額は１３７万６ ,７５８円

でございます。  

 主なものは、１３節委託料１ ,１６１万４ ,６３８円、受診者１ ,２９４名分の特
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定健診の委託料でございます。毎年、受診率が低いことが課題である特定健診につ

きましては、２９年度の受診率が速報値で３１ .４％、２８年度、３０ .６％と比べ

ると０ .８％向上する見込みとなっております。受診率向上につきましては、２９

年度、新たな取り組みとして、地区の皆様の協力をいただきながら、三木浦、賀田、

古江の３地区において、集団健診を実施させていただきました。３０年度におきま

しても、引き続き実施をする予定でございます。また、このほかに３０年度からの

新たな取り組みとして、集団健診とがん検診の同時実施、国保連合会の事業である

受診勧奨コールセンター委託業務、未受診者個別訪問事業を開始させていただいて

おります。今後も受診勧奨の強化、受診しやすい体制の整備など、受診率の向上に

努めてまいりたいと考えております。  

 次に、２項保健事業費、１目疾病予防費、予算現額６２４万２ ,０００円に対し、

支出済額は５２６万４ ,９４９円です。  

 主なものは、次ページ、３７６、３７７ページをごらんください。  

 １３節委託料３０２万９ ,７２０円、これは脳ドック検診及びレセプト点検業務

委託料でございます。脳ドック検診につきましては、１人あたり単価が２万３ ,５

６５円のうち、本人負担３割分でございますが７ ,０７０円、市負担分、７割分で

すが１万６ ,４９５円、５６人の方が尾鷲総合病院で受診をされました。また、レ

セプト点検業務委託料は２１０万６ ,０００円でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金２４万６ ,０００円……。  

（休憩  午前１１時５９分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○南委員長   続行します。  

○内山市民サービス課長   １９節負担金、補助及び交付金２４万６ ,０００円、主

なものは、老人クラブ連合会に対するグラウンドゴルフ大会補助金２２万５ ,００

０円でございます。  

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般分及び２目退職分保険税還

付金につきましては、税務課から説明をさせていただきます。  

○吉沢税務課長   １目一般分保険税還付金につきましては、予算現額２３０万円

に対して、支出済額１７１万３ ,６７８円、不用額５８万６ ,３２２円であります。  

 次に、２目退職分保険税還付金につきましては、予算現額３６万円に対して、支

出済額は３ ,６２２円であります。  
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 この二つの科目ともに内訳のほうは、全て２３節償還金、利子及び割引料で、税

額変更等による国民健康保険税の過誤納付還付金であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   一番下の段になりますが、３目一般分償還金及び還付

加算金、予算現額２ ,７３３万９ ,０００円に対し、支出済額は２ ,７３３万８ ,８２

６円でございます。  

 次ページ、３７８、３７９ページをごらんください。  

 平成２８年度の国庫支出金の療養給付費等負担金の精算による返還金でございま

す。  

 ４目退職分償還金及び還付加算金は支出がございませんでした。  

 １０款１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、予算現額、支出済額ともに９ ,

７１０万１ ,０００円でございます。  

 以上が国保の決算の説明でございます。  

○南委員長   ここで、昼食のため、休憩いたします。午後は１時１０分から行い

ます。  

（休憩  午後  ０時０２分）  

 

（再開  午後  １時０９分）  

○南委員長   休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 まず初めに、決算書の本冊の１２３ページの１９節三木浦漁村センターの負担金

の説明を再度求めたいと思います。  

○内山市民サービス課長   午前中、負担金の説明の中で、電気料金ということで、

メーターが二つついておるというような説明をさせていただいたんですが、申しわ

けございませんでした。これは、三木浦漁村センターには２系統の電気の中部電力

との契約がございます。そのうちの１系統分を漁村センターに対して負担金という

形で外湾漁協のほうへ支払いをしているものでございます。  

○南委員長   わかりました。  

 よろしいですか。  

 聞くと、当初は、コミュニティーセンターは、生涯学習の管轄であったというこ

とで、生涯学習のほうで計上されておったそうです、電気代については。市民サー

ビスのほうへ変わってからこの形になったということでございますので、御理解を

賜りたいと思います。  
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 それでは、午前中に説明をいただきました議案第５９号の国民健康保険事業につ

いての資料の説明を求めたいと思います。  

○内山市民サービス課長   それでは、国保の平成２９年度決算について、資料を

もとにもう少し詳しく説明をさせていただきたいと思います。  

 担当の小川のほうから説明させていただきます。  

○小川市民サービス課係長   平成２９年度の歳入歳出決算の内容を円グラフでお

示ししたものになります。なお、円グラフの金額につきましては、１ ,０００円未

満を四捨五入させていただいております。  

 歳入総額は３０億６ ,５４１万１ ,０００円、次ページの歳出総額は２９億７４７

万７ ,０００円となっております。  

 歳入の円グラフをごらんください。  

 主なものを説明させていただきます。  

 なお、前年度との比較につきましては、資料の３ページをあわせてごらんくださ

い。  

 まず、国民健康保険税は３億８ ,６２４万４ ,０００円、全体の１２ .６％です。

国民健康保険税は、前年度に比べ２ ,３２７万６ ,６５３円の減、５ .６％の減とな

っています。国民健康保険加入者の減少と所得の低下、低所得者に対する軽減措置

の拡充により調定額が減少していることから、保険税収納額も減少傾向となってお

ります。  

 次に、国庫支出金は５億８ ,３８４万１ ,０００円、全体の１９％です。  

 次に、療養給付費等交付金は５ ,５８４万９ ,０００円、全体の１ .８％です。  

 療養給付費等交付金は、前年度に比べ３ ,４６７万１ ,０００円の減、３８ .３％

の減と大幅な減少となっています。これは、退職者国保加入者の減少等に伴う保険

給付費等の減少が要因でございます。退職者国保の制度自体が２６年度で廃止とな

っており、２６年度までに加入した方が６５歳になるまでの経過措置として、この

制度が適用されますが、今後も該当者及び交付金はさらに減少していくものと考え

られます。  

 次に、前期高齢者交付金は８億５ ,９０６万７ ,０００円、全体の２８％です。こ

れは、６５歳から７４歳までの方の国保加入率などに応じて、社会保険診療報酬支

払基金から交付される交付金で、国保においては、この年代の加入率が社会保険な

どと比較して高いので、全保険者間で負担調整を行っています。この交付金は、歳

入全体の２８％と約３割を占めており、重要な財源となっています。  
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 次に、共同事業交付金は５億５ ,６３０万１ ,０００円、全体の１８ .１％です。

これは、県内の各市町が医療費の費用負担を分散、調整するための国保連合会から

の交付金です。この交付金の財源は、県内各市町からの拠出金となっています。  

 次に、繰入金は３億７ ,１６１万１ ,０００円、全体の１２ .１％です。これは、

市の一般会計からの繰入金と国保財政調整基金の取り崩し額を合計したものです。  

 次に、繰越金は１億１ ,３２７万２ ,０００円、全体の３ .７％です。これは、平

成２８年度から２９年度への繰越金です。  

 次に、次ページ、歳出の円グラフをごらんください。  

 主なものを説明させていただきます。  

 保険給付費は１８億１ ,０４８万４ ,０００円、全体の６２ .３％です。これは、

医療費１０割分のうち、保険者である市が負担する約７割分のほか、高額療養費な

どの費用です。前年度に比べ７ ,０１２万４ ,８２８円の減、率にして３ .７３％の

減少となっていますが、歳出全体の６２ .３％を占めており、保険給付費の増減は、

国保会計の財政運営が左右されるほどの大きな経費となっています。今回の減額の

主な要因は、国保加入者数の減少が影響していると考えています。  

 次に、共同事業拠出金は５億４０９万８ ,０００円、全体の１７ .３％です。これ

は、県内の各市町が医療費の費用負担を分散、調整するために、国保連合会に拠出

するものです。歳入の共同事業交付金の財源となるものです。  

 ここで、左下、平成２９年度から３０年度への繰越金１億５ ,７９３万４ ,０００

円につきまして説明させていただきます。  

 これは、見込みよりも国の交付金等が増額となったこと、また、インフルエンザ

等の流行を予測し、財政調整基金を取り崩し、支出財源確保をしていましたが、見

込みよりも医療費の支出が少なく済んだことが主な要因となります。  

 なお、これが３０年度に繰り越された後、２９年度の精算金等を差し引いた残り

を３０年度において国保財政調整基金として積み立てることになります。  

 次ページ、上段の表をごらんください。  

 国保被保険者数及び世帯数についてです。国保加入者は、ほかの健康保険や公務

員などの共済組合に加入されている方、また、生活保護を受けておられる方以外を

対象としています。平成２９年度末では、市の国保加入者数は、全体で４ ,７３４

人、加入世帯数は３ ,１６８世帯となっており、市の人口１万８ ,１６７人に対して、

約２６％の方が国保に加入されていることになります。平成２８年度と比較して３

２０人、率にして６ .３３％減少しており、加入者数は年々減少傾向で、今後も減
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少していくと見込んでいます。  

 次ページ、上段の表をごらんください。  

 １人当たり保険税現年度分調定額及び療養諸費費用額の推移についてです。平成

２９年度の１人当たり保険税現年度分調定額は７万９ ,１１３円で、前年度に比べ

て微増となっています。  

 次に、１人当たり療養諸費費用額ですが、２９年度は４３万１ ,９８４円で、前

年度と比べて１万１ ,５９７円、率にして２ .７６％増加しています。医療費総額と

しては、国保加入者数の減少などにより減少していますが、１人当たり医療費とし

ては増加しています。  

 次ページ、上段の表をごらんください。  

 財政調整基金の推移についてです。市の国保事業は、基金を取り崩し、費用の不

足分に充てることで運営している状況にあります。平成２８年度末の基金残高１億

１ ,０２４万２ ,０００円に２９年度中に９ ,７１０万１ ,０００円を積み立て、１億

５ ,７３４万８ ,０００円を取り崩しましたので、２９年度末の基金残高は４ ,９９

９万５ ,０００円となりました。  

 以上で資料の説明とさせていただきます。  

○内山市民サービス課長   それでは、最後に決算時における翌年度への繰越金及

び財政調整基金の積み立てにつきまして、今後の見込みを説明させていただきます。

資料はございません。  

 平成３０年度の当初予算編成後において、基金残高が１ ,７８６万２ ,０００円ま

で減少したことから、３１年度の当初予算編成が難しい状況でありました。しかし、

今回の２９年度決算の結果、国からの交付金等の増加や保険給付費全体額の減少な

どにより、２９年度から３０年度へ１億５ ,７９３万４ ,０００円を繰り越しするこ

ととなり、そのうち１億１ ,８５３万７ ,０００円を基金に積み、３０年度の補正予

算計上後においては１億３ ,６３９万９ ,０００円の基金残高が見込めることとなり

ました。  

 これまでの国保会計におきましては、国からの交付金等の見込みが困難であった

り、歳出全体の約６割を占める保険給付費の増減見込みが困難など、その支払いに

充てるために財政基金を取り崩して対応しておりましたが、決算を迎え、見込みよ

りも保険給付費の支出が少なかった場合など、不用であった財政調整基金の取り崩

し分を一旦繰越金として処理し、翌年度に再度、財政調整基金に積み立てるという

流れの会計処理を行っておりました。しかし、国保の県一元化がスタートした平成
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３０年度からは、当初予算を編成する段階で、一つは、歳入においては県からの交

付金額がほぼ確定している。二つ目として、歳出においては、その年度に支払うべ

き県への納付金額が確定している。三つ目、これまで見込みが困難であった保険給

付費については、これまでと同様に年度中の増減はあるものの、葬祭費及び出産育

児一時金支払審査手数料を除く部分については、全額県からの交付金が充てられる

ことになったことにより、その財源を確保するために財政調整基金を取り崩す必要

はなくなったことなどから、決算時において、これまでのように大きな額の繰越金

が発生する見込みはなくなったと考えております。よって、翌年度の補正予算にお

ける財政調整基金への大きな額の積み立ても見込めなくなったものでございます。  

 なお、県へ支払う納付金につきましては、その年度に支払う額は、当初予算編成

時には確定していますが、その額はあくまでも概算額です。翌年度に医療費等の実

績が確定し、その確定額をもって翌々年度に納付金を精算することとなります。  

 精算の結果、納付不足分があれば追加で支払わなければならない場合も考えられ

ると考えております。  

 以上により、今後は決算時における翌年度への繰越金及びそれに伴う財政調整基

金への大きな額の積み立ては考えにくいと原課では考えております。今後の国保会

計を運営していくに当たりましては、これまで以上に保健事業等を積極的に取り組

むことで医療費を削減し、県からの努力者支援制度などの交付金を獲得することに

より、財政調整基金の減少を少しでも食いとめることができるよう、また加入者の

皆様に納めていただく保険税の上昇を抑制できるように、市としても取り組みを進

めていく必要があると考えております。  

 以上で、平成２９年度国民健康保険事業の決算についての説明とさせていただき

ます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 ただいまの説明に御質疑のある方は。  

○濵中委員   ことしまでの決算と２９年度までの決算と、３０年からの県移行で、

これまでとこれからの比較というのはなかなかしにくいなと思って聞いておったん

ですけれども、市民の皆様、加入者の一人一人の保険料を上げない努力というのは

やはり必要なんやなというのをすごく感じました。  

 先ほどの説明で、健診も少しポイントが上がったとはいうものの、目標値までは

まだ半分ですよね。実は、この次の福祉課のときに中身に関しては詳しく聞こうと

思ったんですけれども、ハッピーポイントの事業の中で、国保事業の特定保健指導



－４２－ 

というものが２６年度で対象事業となっておるということが書かれておるんですけ

れども、それ以降、去年まででハッピーポイントの対象事業ってふえていますか。

どういうことをされていますか。  

○小川市民サービス課係長   ハッピーポイントの事業につきましては、福祉保健

課のほうがやっていますので、詳しい内容についてはちょっと申し上げにくいんで

すけれども、国保事業の中における保健事業につきましては、健康手帳ハッピーポ

イント事業へ乗せられるような事業というのはまだちょっと手がつけられていませ

んでして、そういう現状です。  

○濵中委員   恐らく特に女性なんか、ポイント事業って魅力を感じるものがあっ

て、例えば健診とか、がん検診も含めて、健康になるためのポイントというふうに

福祉のほうから聞いておりますので、どういった特典になるかは、福祉のほうが詳

しく聞かせていただくとは思うんですけれども、市民の方に、こういうことで自分

が健康になる。それにプラスお得感というのがアピールできる材料かなと思うので、

福祉と一緒になって、こういったものを啓発として取り組んでいただきたいなとい

うのを思います。  

 それと、あともう一点なんですけれども、県への移管後に、さっき説明では、イ

ンフルエンザが少なかっただけでこれだけ医療費が違ってきたというのがあります

よね。そのあたり含めると、県へ移管した後、当初で決まっておっても、翌々年度

でまた負担がぼんとふえるというあたりは、聞かせてもらうと、やはり疾病防止の

ほうに力を入れることが大事なのかなという気がしておりますので、防止事業のあ

たりでどんどん成果が上がるように、これは要望としてお願いしたいと思います。  

○南委員長   他にございませんか。  

○村田委員   ちょっと余分なことかもわかりませんけれども、課長、今、最後に

今後の見通しとかいうことで説明いただいたんですけれども、それはわかったんで

すが、担当課として、今後の見通しということについては今発表されましたけれど

も、もう少し詳しく説明いただけるんですか、その辺のところ。  

○内山市民サービス課長   今後の見通しとして一番関心があるのは、国保の保険

税のことだと思います。このことにつきましては、先ほども説明の中で、昨年度当

初予算を組んだ段階で基金が１ ,７００万まで落ち込むという状況を受けて、昨年

の末から議会とか国保の運営委員会のほうでも、基金が底をついておるので、３０

年度は当初予算を組めたとしても、３１年度からはどうしても保険税のほうの値上

げも含めて考える必要があるという説明をさせていただいておりました。  
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 そんな中、５月の決算を迎えて、思ったよりも医療費が必要でなかったというこ

とや、国からの交付金等が多目に入ってきたこと等によって、繰越金が思ったより

見込めたということで、基金も一定の１億１ ,０００万ぐらいまで積むことができ

ました。その中で、５月の国保の運営協議会でも、この決算の結果を報告させてい

ただいて、委員さんからいろいろ意見をいただきました。ただ、担当課としては、

先ほど濵中委員も言われたように、３０年度からの県移管を受けて、なかなかこれ

までのように前年度の対比とか、これまでの５年間の推移を見て、先を見込むとい

うことがかなり難しい状況になってきました。また、３０年度、県のスタートした

段階で、これからどういうふうにそれが影響をして出てくるのか、納付金にしても

２年後の精算ということで下がるのか、上がるのかというのもまだはっきり見えて

こない状況がございます。そんな中で、国保の運営委員さんの中でも、一番負担に

なる市民の方への説明の中で、そこらの見通しをなかなかはっきり説明できるかど

うかというあたりのきつい意見もいただいております。  

 まだもう少し、担当課としても、今後の長いスパン、２年、３年、本来５年ぐら

いのスパンで決算の推移を試算したいと思っておるんですが、とりあえず県移管も

始まったことですので、ここ３年ぐらいの決算推移を何とか見込んで、説明できる

範囲で、もしそれで保険税で賄わなければならない部分が出てくるとすれば、そこ

らも十分説明しながら、調整していきたいと考えています。  

○村田委員   大体わかったんですが、保険税で賄わなければいけない部分が出て

くるかもしれないという予測なんですけれども、これは県へ移管してからの話です

から、どうなるか、市当局ではなかなか判断できんと思うんですけれども、そんな

中でも市の担当として最大限の努力をしなければいけませんから、その辺のところ

で、市としては具体策というのか、今の段階で無理かもしれませんけれども、思い

があったら少々お聞かせ願いたいなと思うんですけれども。  

○内山市民サービス課長   ３０年度からの県移管で一番大きく各市町取り組むべ

き課題というのは、国とか県からの交付金の獲得について、保険者努力支援制度と

いうのが始まりました。平成２９年度から前倒しで一部実行もされておるんですが、

各市町が収納率のアップ、それと特定健診の受診率のアップ、それとジェネリック

の薬の使用パーセントの率を上げるというような、それぞれの取り組みをすること

によって、国とか県から点数が配分されます。その点数と、被保険者の数等によっ

て、県、国からの交付金という形で市のほうへ歳入されるわけなんですが、市だけ

の努力ではなかなか点数の獲得には難しい部分もございます。もちろんうちの広報
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も必要なんですが、やっぱり国保に加入されておられる方の特定健診への協力で、

国保税の期日内納付等にもうちょっと担当のほうとしても広報することで、何とか

保険税の抑止につなげるというような努力をしていく必要があると考えています。  

○村田委員   じゃ、収納率を上げるために、そのぐらいしか今のところの段階で

はないんかなと思うんですけれども、収納率を上げるための策というのは、どうい

うことを考えておられますか。  

○内山市民サービス課長   収納率のアップにつきましては、税務課さんのほうで

回答させていただくということでよろしいでしょうか。  

○吉沢税務課長   国保税についてなんですけれども、市税の賦課徴収というよう

な、国保税のほうも賦課徴収、それから、後期高齢者の医療保険者のほうの賦課徴

収を行っております。  

 それで、朝の委員会でも説明させていただいたんですけど、滞納整理を結構徹底

的にやっておっても、市税のほうは限界点に来ていると。国保税のほうについては、

収納率がそれよりもかなり落ちるんですけれども、県内で言ったら、結構ええほう

はええほうで、税務のほうの担当部署といたしましては、国保税の納税者の方の担

税能力といいますか、例えば住民税でありましたら所得が大きいとか、固定資産税

やったら財産のある方とかがあるんですけれども、基本的に国保税の納税者の方に

ついては、比較的ほかの税目と違って、かなり厳しい方が多い中で、正直な話、こ

れ以上収納率を上げるとなると、今でも国保税の収納率八十幾つなんですけれども、

きついような状況で、具体的な策としては、今でも納税交渉とか、市民の方に結構

きついことを言わせてもらっておる部分がありますので、市民サービス課長さんが

言ったとおり、国保税も収納率の努力者支援という形で、国からの交付金が上がっ

て、振りかえたら税も上げないかんという論理展開の広報も必要かとは思うんです

けど、賦課と徴収部門においては、正直な話、これ以上収納率を上げるのはかなり

厳しいと。具体的な策については、今のところちょっと難しいとしか言いようがな

いという答えになっております。筒いっぱいです。  

 以上です。  

○仲委員   市民サービス課長の先ほどの説明の中で、かなり重要な説明があった

と思うんですけど、３０年度の県への移行ということで、３０年度以降、繰越金の

額が多くは見込めないと。それによって、財調も積む額が少なくなるということだ

と思うんですけど、そういうことであれば、収入と支出のバランスが狂ったときに、

国民健康保険者への値上げ等については、時期を見きわめるというのはかなり難し



－４５－ 

いんじゃないかと思うんですけど、どのように考えていますか。  

○内山市民サービス課長   おっしゃるとおりで、今でも基金を取り崩しては当初

予算を編成して、繰越金をまた基金へ積み立てるというような、言ってみれば繰り

返しを行っておるわけなんですが、現時点での繰越金を見ると、平成３１年度の当

初予算に６ ,０００万程度取り崩せば、３１年度の予算は組める状況です。  

 ただし、それ以降の状況がなかなか見込みにくいものですから、そうなってくる

と、基金を取り崩していくにも２年、３年ぐらいしか、もたないのではないかと。

ただし、その中で、先ほどから言っている保険者支援努力で、国、県からの交付金

を今よりも上乗せして獲得していくなり、先ほどもあったように、毎年２００、３

００という単位で保険者の数が減っていきます。その割には、医療費全体の額は下

がるんですが、１人当たりにすると、どうしても下がってこないと。これは医療の

高度化とか、高い薬も市販される場合もございますので、そこら辺の関係もあって、

なかなか１人当たり医療費にすると落ちてこないと。そうなってくると、１年、２

年のうちには国保税の値上げを、今でもそうなんですが、見越す必要があると考え

ています。  

○仲委員   見きわめが難しいという中で、収入と支出のバランスが崩れて、当初

予算にも厳しいと、補正も組めないという状況の中で、例えば一時的な財源の確保

の中で県レベルでの借り入れとか、市の借り入れとか、県の指導というのはありま

せんか。  

○内山市民サービス課長   今回、３０年度県一元化になって、県のほうも市町へ

の資金の貸付制度というのもございます。ただし、これは不測の災害とかに見舞わ

れて収納率がぐっと下がったりした場合とかに適用されるもので、標準の税率を掛

けておって、それで足らない部分の貸し付けというのは、制度上無理というふうに

聞いております。また、一旦借り入れすると、今後の再建の計画を立てて、どうい

うふうに黒字へ持っていくかという計画を立てる必要があるような制度でございま

す。  

○三鬼（和）委員   ２９年度決算で精査すると、保険税が前年度比で２ ,３００万

ぐらい下がって、給付費も７ ,０００万ぐらい前年度比では少なく済んだけど、こ

この部分については、先ほどの説明もありましたように、インフルエンザとか、そ

ういうものが発生した場合は、一遍に上がる確率があるわけじゃないですか。それ

で、国民健康保険税につきましては、高齢化になるということで、この金額もパイ

は下がっていくという、これからは保険料を上げない限りは減る一方ですよね。  



－４６－ 

 そういったことで、今、仲委員の質問にも関連はすると思うんですけど、ちょっ

と不確定、一般財源から繰り入れでかなえれば別ですけど、一般財源もお金が足ら

んといった中で、もう少し先行きというのか、始まる前に健康増進のための健診も

もっと強く言わなあかんというのも確かにそうやけど、病院を抱えておるというこ

とを踏まえると、非常にハムレットというか、厳しい事態になってきておるんじゃ

ないかと。  

 それともう一つ、病院の説明の中では、ＤＰＣ診療になった場合、医療費、給付

費が上がるわけでしょう、この診療報酬でいくと。これから何千万か要るというと、

その分も不足するということはもう目に見えておるということがあるので、市長さ

んはその辺も理解を当然されておるわね、一番トップに立っておる人やで。した上

で、町内病院、市民サービス、保健福祉もあわせた中で、こういった事業をどうし

ていくかという議論も必要ではないかなと思う、全体的に。どうなんですか、その

辺は。  

○内山市民サービス課長   先ほど委員おっしゃられた病院のＤＰＣ制度によって、

病院のほうから増収見込み額というのが出ておりました。その中で、尾鷲市の国保

加入者の割合とかという数字も出ておりました。ただし、平成３０年度から県へ移

管されて、財政が県一元化されたわけなんですが、その中で、医療費の額というの

は、三重県全体で含まれますので、病院の増加額がそのまま市の国保会計のほうへ

じかに１０割影響があるわけではございません。県全体の医療費の増減の中で含ま

れていく額だと担当課のほうでは考えています。  

○三鬼（和）委員   県全体で各市町の負担がどれぐらいになっておるか、今のと

ころわからないので、それ以上の議論はちょっと難しいかなと。  

 ただ、減るということはないですよね。その分は若干ふえていくというので、最

初に係の係長が説明したもの以上に歳出のほうは多目に見る必要があるし、歳入の

ほうもそういったような形で不確定要素が強いということで運営を考えると、やっ

ぱり保険料の値上げとか、そういったものというのはケースによってどうしていく

かということは議論していかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、

議論の仕方については、今のところどうなんですか。国保運協を含めて、課として

はどういう状態なんですか。  

○内山市民サービス課長   昨年度の当初予算を組んで基金が減った中で、３０年

度は当初予算を組めましたが、３１年度からのことを考えて、うちの国保の係とし

ては、３１年度以降、５年間ぐらいの需要額、どのぐらいまでの額が必要なのかと
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いうのを試算もしました。その中で一番大きなウエートを占めるのが、県に納める

納付金が５億３ ,０００万ぐらいございます。その５億３ ,０００万が、先ほども申

しましたように、医療費によって、２年後の上げ下げになってきます。あくまでも

試算の段階ですので、いろんな考え方があると思うんですけれども、上がるか下が

るかわからない場合は、当然前年度並みの見方をして試算をするような考えで、一

応試算をしております。一番大きなところは、納付金の５億３ ,０００万の部分で

す。ただ、それが平成３０年度県移管してスタートしたところですので、今後、ど

ういう動きになるのか。被保険者数も年々５％程度落ち込む中で、上がるというこ

とはなかなか考えられにくいというような意見もございます。そこらで試算をして

おって、検討しておるというのが今の現状です。  

○三鬼（和）委員   委員会とか市議会、議会が入っていないということがありま

すので、こういった試算したりとか、変化とか取り組みについて進める時期が来た

ら、早目に議会のほうでも、この場合は意見交換というのか、情報をいただいた上

で、多角的に議論というのが必要じゃないかと思うので、委員個々にも考えを持っ

ておられる方も多いと思うので、そういった情報提供というのに努めていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○小川委員   まず、資料の最初の１ページのところで、共同事業交付金と、歳出

で共同事業拠出金というのがありますけど、この額がざくっと５ ,２００万ぐらい

差がありますけど、共同事業って、県へ行ったらなくなるんですよね。５ ,２００

万ぐらい、はね返ってくるのかどうか、まず国保税に。  

○小川市民サービス課係長   今、小川委員が言われたとおり、この共同事業とい

うのは、３０年度県一元化された後というのはなくなってしまいます。これは２９

年度までにつきましては、国保連合会が主体となって、県内の医療費全体を各市町

それぞれでカバーし合おうというふうな事業なんですけれども、各市町から拠出金

を出して、それをもとに各市町に交付金を交付するという事業でした。うちのよう

なところは、拠出金の金額のほうが少なくて、交付金の金額のほうが多くてという

のは、医療費が多いという点と、あと人口も少ないので、人口が多くて医療費の少

ない市町から医療費を負担してもらっておったと、そういう形で交付金のほうが多

く受けられておったという形になっています。  

 ３０年度からどうなるかといいますと、この事業自体がなくなるので、県内各市

町での助け合いというのがなくなるのかというと、そうではなくて、その部分につ

きましては、県が各市町に納めなさいよって通知をしてくる納付金額を算定する上
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において、そこで各市町の今まで共同事業として助け合いをしていた部分を反映さ

せて、各市町に納付金を割り振っているというような県の説明がありますので、事

業名としては完全になくなってしまっているんですけれども、考え方としては、納

付金の中で生きていると考えていただけるとよろしいかと思うんですが。  

○小川委員   それと、先ほど保険者努力支援制度、今、生涯学習のほうで健康増

進でプールとかに通っている方も見えますけど、そういうのって加点されるんです

か。  

○内山市民サービス課長   加点の項目の中には、国保被保険者を含む高齢者など

の居場所づくり、生きがい健康づくりなどの住民主体の地域活動を国保部局として

支援しているかどうかというのが点数の評価になります。  

 そんな中で、うちとしては、老人クラブの行うグラウンドゴルフの項目を上げて

申請をしておりまして、そこで点数をとっておりますので、プール事業とか、なん

項目も上げても、基本的には点数は同じです。  

 以上です。  

○小川委員   最後にもう一点だけお願いします。  

 決算書の３６３ページの国保診療報酬等電算委託料、レセプトのことだと思うん

ですけれども、これを委託している上で、医療費の削減ということで先ほども言わ

れましたけど、ジェネリックの差額通知でかなりパーセントも上がっていると思う

んですけれども、ほかに重複診療であるとか、重複薬剤とか、それもレセプトによ

ってわかると思うんですけど、そういう保健指導とかはどうなっているのかなと思

いまして。  

○小川市民サービス課係長   重複診療の関係につきましては、国保連合会から重

複診療の方の対象のリストというが毎月出されます。それに基づきまして、レセプ

トを１件ずつ抽出しまして、点検業者さんのほうで内容を確認していただきまして、

重複で服薬、お薬を幾つかの病院で処方されて、幾つかの薬局でいただいておるよ

うな方につきましては、個別通知を差し上げて、個別訪問まではまだ至っていない

んですけれども、個別通知を差し上げて、連絡を待つというような形で、２９年度

から対応させてもらっています。  

○野田委員   先ほど課長のほうから、１人当たりの国保の費用額ということで、

４３万１ ,９８４円ということで、２８年度、４２万３８７円ということで、三重

県下で２番目の数字なんですよね。  

 先ほどＤＰＣのこともあって、ジェネリックの話もしていましたけれども、横の
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関係というんですか、要は市民サービスさんがジェネリックといっても、病院との

関係がありますから、使用というか、執行の部分では。そこら辺の横の連携という

形はされているんですか。  

 というのは、尾鷲総合病院のジェネリックの利用率というのは６０から６５％な

んですよ。紀南病院については９５％から、そういうシステムがやられておるんで

すよね。紀北町は、医療費というのは１番なので、三重県下で。尾鷲が２番、ただ

し、南部のほうは非常に低い医療費なんですよ。そういうところも含めて、ジェネ

リックの話をされたもんで、横断的、横のつながりはどうなのかなということをお

聞きしたいと思うんです。  

○内山市民サービス課長   国保担当者としましても、医師会様への役員会とか、

月１回ございますので、そちらへお邪魔して、国保の制度の話とか、ジェネリック

の使用によって交付金もありますというような説明はさせていただいております。  

○野田委員   今言ったように、被保険者数が減少している。そして、給付費用が

減っている中でも１人当たりが多いということは、ただ、そこのところだけ検証す

る段階じゃないわけですよね。そこら辺の、今言ったように、紀北医師会さんとの

話とかとありましたけれども、そこら辺のウエート底辺を広げていかないと、これ

は克服できないということを私は思っていますので、そういうことをまた今後とも

よろしくお願いします。  

 以上です。  

○濵中委員   私もジェネリックを聞こうと思っておったんですけれども、ジェネ

リックの通知をし出して数年たつと思うんですけれども、それをする前と今とでは、

どれぐらい割合が違ってきたかというのは、データはありますか。  

○小川市民サービス課係長   ジェネリックを通知し始めてからの効果額という資

料は今手元にないんですけれども、保険者努力支援制度の中でも、ジェネリックの

使用率につきましては評価される項目ではあります。参考までに、３０年度の評価

の中においては、２８年度実績で評価されているんですけれども、尾鷲市の２８年

度実績、ジェネリックの使用割合というのが６６ .１６％ということになっていま

す。ただ、それが加点に結びついているかどうかというと、そこまではまだ行って

いない現状なんです。  

○濵中委員   保険者努力義務は、本当に一人一人の方の意識を変えることが大事

なので、どこが加点対象かというあたりの情報も含めて、市民に共有していただく、

そういう形が必要かなと思うのと、あと、それからさっき課長の説明の中で、ＤＰ
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Ｃとかケア病棟で売り上げが上がる分のところの影響額を出してもらって、予算の

ときの病院のほうで説明をしていただいて、ただ、それが医療費負担分としては県

へ全部入ってしまうのでという説明でしたよね、県の中でという。県から支払われ

る部分に入ってしまうのでというふうにとったんですけれども、だけど、結局ここ

からの負担分を決めるときには、尾鷲市内の療養費としての中に入ってくるわけで

すよね。この間の試算では約１億円弱というふうになりますので、そこが足される

のは結構大きいのではないかなというような感想を持っておったんですが、そうで

はないですか、違いますか。  

○内山市民サービス課長   先ほど言わせていたのは、直接病院から出ている数字

がそのまま直で尾鷲市の国保会計に影響する額ではないというふうな考えで言わせ

ていただいたものです。  

 納付金を考える中では、三重県全体の医療費の増減によって、各市町の納付金の

額というのが反映されますので、先ほどの説明にもあったように、基本的には、ま

だ共同事業のように、財政力の強い大きな北のほうの市町に南のほうは助けてもら

っているという状況がまだ制度移行してから多少残っているのが今の制度です。こ

れがだんだん医療費の水準とかによっても係数がどんどん反映されなくなってくる

ように向かっていくとは聞いていますので、当然各市町、それぞれの医療費が上が

れば、それも納付金へ反映されるというふうにはなると思います。  

○濵中委員   そうしましたら、尾鷲市の成績がすぐに反映されるわけではないと

ころに向かっているということですね。全体の額としてならしていこうというのが

県の方針ということですね、簡単に言えば。違うんですか。  

○小川市民サービス課係長   尾鷲市の国保分で幾らふえますよという、病院のほ

うは試算を出されておると思うんですけど、それは、尾鷲市分でそれだけふえると

いうことは、県全体分でもそれだけふえるという形になります。県は、県全体分の

医療費を試算して、それに対する歳入、国やらの交付金を差し引いて納付金を案分

してくるんですけれども、なので、尾鷲市分で１億ふえたとしたならば、それが尾

鷲市の納付金が１億ふえるとか、そういうダイレクトには反映はしてこないけれど

も、ただ、影響額はあるとは思います。  

○濵中委員   ということは、やはり尾鷲市が病院に限らず、ほかの開業医さんに

関しても、薬に関しても、抑制のほうに向かって努力する必要は必ずあるというふ

うに判断すればよろしいわけですね。  

○小川市民サービス課係長   今、濵中委員が言われたとおり、医療費の抑制に努
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めていくというふうな方向に向かわないとだめだと思います。  

○奥田委員   皆さんと同じような意見になるんですけど、１件教えてほしいんで

すが、資料４ページ、１人当たり保険料調定額、２９年、７万９ ,１１３円、負担

額というふうに考えたらいいのかな。これは三重県下の２９市町の中ではどのぐら

いなんですか。  

○小川市民サービス課係長   ２９年度の７万９ ,１１３円という調定額が県内で何

位かという、まだ結果というのは今わからない状況です。  

○奥田委員   大体どんなものですか。例えば２８年度だったらわかりますか。  

○内山市民サービス課長   はっきりしたあれはまた後ほど説明させてもらいます。

たしか２５番とか２６番だったと記憶しております。下のほうだと思います。  

○奥田委員   だから、低いでしょう。だから、尾鷲市の１人当たりの国保の負担

額は低いと。ただ、先ほど野田委員も言われたように、療養費、病院代は三重県下

で２番目に高いという中で、先ほど小川委員も言われておったように、共同事業交

付金もなくなってくる。５ ,２００万の差は当然出てきますよね。そういう中で県

がどうしていくのかというのは、一元化して尾鷲市にとってメリットがあるとは僕

は思っていないんですよ。当然思っていない、僕は。  

 だから、当然僕は近い将来国保税は尾鷲市として上げざるを得んのかなと見てお

るんやけれども、特に一元化するということは、２９市町の状況というのは県でも

透明化されるわけじゃないですか、見えるわけですよね、２９市町が。そうなって

くると、尾鷲市さん、あんたのところは、１人当たりの国保は納めておるのは低い

くせに、病院代はただやないかなと。それは言いますよ、都市部は。津とか四日市

は言うんじゃない。そういう状況の中で、県がいつまでも、あそこは過疎地やもん

で、負担したらなあかんのですよと。だったら、保険料を上げたらええやないかと

当然言いますよね。だから、僕はその辺のところというのは、甘い見方はしていな

いんですよね。だから、課長はまだまだ県の動向も見えんもんでとか、さっき言い

ませんでした。値上げとか、そういうのはすぐはないやろうという言い方をされて

いましたけど、僕は逆にシビアに県もしてくると思いますよ。そう感じません。  

○内山市民サービス課長   先ほどの平成２８年度の保険料（税）の三重県の順位

なんですが、１世帯当たりですと、２９市町中２５位です。１人当たりにすると２

３位という、２８年度の実績で出ております。  

 先ほど奥田委員の言われたように、担当課としても、県はもちろん、保険者努力

支援制度でもわかるように、頑張った市町には交付金を多くあげますというか、配
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分しますと。何も努力していない市町には、当然それなりの交付金しかおりてこな

いというような制度に３０年度から移行したわけで、決して楽観視しているわけで

ございません。  

 ただ、保険税を上げるにしても、じゃ、何％程度の上げ幅でいけばどのぐらい国

保会計が安定していけるのかというあたりの試算に苦労しているというか、説明資

料を整えておるというようなところでございます。決して楽観視しているわけでは

ございません。  

○奥田委員   確かに担当課も楽観視は決してしていないと思うんですよ、大変だ

と思うんです。不透明なところもありますし、ただ、僕は県はシビアにしてくるな

という気はします。だって、病院だってそうでしょう。病床数も減らしてくるわけ

で。かなりシビアに来ますよ。だから、その辺のところを。ですから、療養費も４

３万２ ,０００円で、今、尾鷲市の９月１日現在で高齢化率、一般質問でも言った

けど、６５歳以上の人口は４２ .６％、過去最高なんですけれども、今後ますます

高くなるでしょうね。だから、療養費も上がってくるんじゃないかなという感じは

するので、大変ですよ。  

○内山市民サービス課長   年齢構成にもよるんですが、７５歳以上には、国保の

ほうから後期高齢のほうへ移行される方も、逆三角形の形の年齢構成になっておる

と思いますので、国保の加入者の減と後期高齢の移行の数も上がってくると思いま

すので、そこらも含めて検討させていただきます。  

○奥田委員   そういう意味で、１人当たりの療養費がどんどん上がっておるにも

かかわらず、尾鷲総合病院の収益が落ちておるというのは、僕はわからんのやけど、

意味がわからんのですよ。ＤＰＣをやる前にもっとやるべきことはあるんじゃない

かなと僕は見ておるんですけど、それ以外の要因が結構あるはずなんですよね。済

みません、ちょっと余計なことを言いました。終わります。  

○三鬼（和）委員   ジェネリックの先ほどの中で単純なことなんやけど、紀北医

師会とかって話が出て、影響的には、医師会もこの流れなのかどうかわかりません

けど、私の場合だと、自分が行っている調剤薬局さん自体が、ジェネリックが出る

たびに、今もらっているのと、新しくジェネリックがこうなりましたよって、どう

しますかって、支払いの費用のことを、自分の負担分もありますので、丁寧に説明

してくれるわけです。内容等を聞いたりとかして、説明的に何も変わらんとなると、

ジェネリックでええよというような判断をするんですけど、そういった動きという

のか、市全体の。どうなんですか、そういったことも調査されておるか、そこを説
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明していただいたりとかを含めて、それは金額が高いほうが薬局にしてでもどこで

も自分のところの利益というは大きいと思うんですけど、どうなんですか、その辺。  

○内山市民サービス課長   ちょっと話は違うかもわからん。以前、小川委員のほ

うからも一般質問の中で、残薬対策という提案もいただきました。うちのほうも、

尾鷲市の薬剤師会の会長さんのところへ事情を聞きに行くと、薬剤師会さんのほう

でも、服薬指導なりをすると、保険のほうで点数がおりるということで、当然ジェ

ネリック等の対策も各薬局さんのほうで指導していただいておると聞いております。  

 ただし、処方箋につきましてはお医者さんの判断もございますので、余り立ち入

れない部分もあるとは思うんですが、患者さんというか、お薬を取りに来られる方

には、そういうふうなお話もしていただいて、ジェネリックへの転換を働きかけて

もらっているというのは聞いております。  

○三鬼（和）委員   あれを見ると、薬の名前は書いてありますけど、その名前に

よって製薬会社が決まってくるというところもあろうかと思うんです。ネットとか

で調べると、これとこれは同じということもありますので、残薬であるとか、そう

いったことも含めて、あと、病院でもらう診療の明細と調剤で調薬してもらうのを

見ると、病院よりも調剤師さんのほうの指導のほうが金額が高いように思うので、

そこで機能するかせんかはジェネリックを使っていただくという意味では大きいの

ではないかなと気がついたので、今質問したんですけど、そういった取り組みをさ

れないよりされるほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、今後。  

○内山市民サービス課長   先ほどの残薬の関係と重複するんですが、薬剤師さん

のほうも市のほうの国保としても、広報等を使って、うまく税へも影響される、医

療費も抑えられるというような効果をどんどんＰＲしたほうが、積極的に広報を使

ってＰＲしてくれというようなお話はいただきました。  

○濵中委員   以前に議会のほうからも要請して、運営協議会のほうの議事録を載

せていただいておりますよね。それも拝見いたしました。その中では、やはり値上

げはやむなしであっても慎重にというような言葉もありましたよね。私が見たのが、

１回分しか見ていないのかなと思う。今年度は、その後はまだ開かれていないんで

すかね。  

○小川市民サービス課係長   今年度につきましては、６月と８月に２回開催させ

てもらっています。  

 ６月の議事録につきましては、ホームページ上に載せさせてもらっていると思い

ますので、８月の議事録につきましては、今決済中でして、まだ議事録としてはア
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ップしていないんですけれども、委員さんからは、今回の８月につきましては、保

険税の税率改正についてのお話というのは特にはしていなくて、決算についてのお

話をさせてもらっています。ただ、繰越金がたくさん出ましたというお話をさせて

いただいたのと、いつもですけれども、今、課長が今までお話しさせてもらってい

るように、医療費が高いのはわかるけれども、負担が上がるのはやっぱりというと

ころの御意見というのはいつもいただいているところです。  

○南委員長   議案第５９号についての審査は終わります。  

 ここで１０分間休憩します。  

（休憩  午後  ２時０８分）  

 

（再開  午後  ２時１６分）  

○南委員長   休憩前に引き続き会議を続行いたします。  

 次に、議案第６０号、平成２９年度尾鷲市後期高齢者歳入歳出決算の説明を求め

ます。  

○内山市民サービス課長   それでは、議案第６０号、平成２９年度尾鷲市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の説明をさせていただきます。  

 決算書３８４、３８５ページをごらんください。通知をさせていただきます。  

 平成２９年度の決算は、歳入の収入済額合計６億４ ,９２０万１ ,１８８円に対し、

３８６、３８７ページをごらんください。  

 歳出の支出済額合計は６億４ ,３５８万３ ,４７９円、歳入から歳出を差し引いた

形式収支は５６１万７ ,７０９円となっております。  

 次ページの３８８、３８９ページをごらんください。  

 歳入の説明です。  

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、税務課から説明をさせていただきま

す。  

○吉沢税務課長   １款後期高齢者医療保険料の予算現額は１億９ ,３７６万５ ,０

００円に対して、調定額１億９ ,７１０万７ ,１７９円、収入済額１億９ ,３１８万

４ ,５３７円、不納欠損額５万８ ,９８７円、収入未済額３８６万３ ,６５５円であ

ります。  

 委員会資料１５ページをごらんください。  

 これは、後期高齢者医療保険料の不納欠損額調書であります。右下の合計欄をご

らんください。  
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 平成２９年度は７件、７名分、５万８ ,９８７円の不納欠損処分を行いました。  

 次に、委員会資料の８ページをごらんください。  

 こちらは、後期高齢者医療保険料の前年度比較についてあらわしております。  

 まず、表９、調定額をごらんください。  

 こちらの合計欄をごらんください。２９年度後期高齢者医療保険料の調定額は、

前年度対比で５７４万８ ,８９６円増加いたしました。内訳では、特別徴収が増加、

普通徴収が減少しておりますが、増額のほうが多いため、全体的には増加をしてお

ります。この調定額の増加につきましては、被保険者数の増加や平成２８年度の保

険料改定により、均等割額、所得割額とも増加したことが要因であります。  

 次に、表１０、収入済額をごらんください。  

 調定額の増加と比例して、収入済額も増加しております。  

 次に、表１１、収納率をごらんください。  

 これも合計欄をごらんください。後期高齢者医療保険料の収納率は９８ .０％と

前年度から０ .８ポイント減少いたしました。後期高齢者医療保険料の前年度比較

は以上であります。  

 なお、委員会資料９ページをごらんください。  

 こちらには、より詳細な保険料の収納実績表を掲載しましたので、後ほど御参照

ください。  

 説明のほうを市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、３８８ページ中段でございます。  

 ２款１項１目繰入金、調定額及び収入済額は同額の４億１ ,５６１万９ ,６４４円

でございます。  

 １節事務費繰入金、調定額及び収入済額は同額の３億２ ,６２２万４ ,０００円で

ございます。  

 ２節の保険基盤安定繰入金、調定額及び収入済額は同額の８ ,９３９万５ ,６４４

円でございます。  

 次に、３款諸収入、１項、２項につきましては、税務課長より説明をさせていた

だきます。  

○吉沢税務課長   １目延滞金につきましては、予算現額１万２ ,０００円に対して、

調定額及び収入済額は同額の４万６ ,８００円であります。これは、後期高齢者医

療保険料の延滞金であります。  

 次に、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金及び還付加算金につきまし
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ては、予算現額１２０万円に対して、調定額及び収入済額は同額の１１６万４ ,１

５７円であります。これは、市が本人に支払った後期高齢者医療保険料の還付金及

び還付加算金に対する広域連合からの収入であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   続きまして、３項１目雑入でございます。調定額及び

収入済額は同額の２ ,１５９万４ ,２６１円です。これは、２８年度の療養給付費負

担金の精算金でございます。  

 ４款繰越金、次ページ、３９０、３９１ページをごらんください。  

 １項１目繰越金、調定額及び収入済額は同額で１ ,７５９万１ ,７８９円でござい

ます。これは、２８年度から２９年度への繰越金でございます。  

 次に、３９２、３９３ページをごらんください。  

 歳出です。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額は８６９万３４１円、

主なものは、１９節負担金、補助及び交付金３１１万２ ,０００円で、総合住民シ

ステム利用負担金でございます。  

 ２項徴収費につきましては、税務課からの説明とさせていただきます。  

○吉沢税務課長   １目徴収費、予算現額１７５万１ ,０００円に対して、支出済額

は１２８万５ ,３０６円で、不用額４６万５ ,６９４円であります。支出済額の内訳

を申し上げます。  

 ７節賃金につきましては、総務課説明分であるので割愛させていただきます。  

 １１節需用費の支出済額は１２万６ ,３８７円で、事務用消耗品と印刷製本費で

あります。  

 次に、３９４、３９５ページをごらんください。  

 １２節役務費の支出済額は３７万５ ,４９４円、主なものは、納入通知書等送付

の通信運搬費３３万５ ,８６９円であります。  

 １４節使用料及び賃借料の支出済額は２万４ ,０００円、複合機使用料でありま

す。  

 １９節負担金、補助及び交付金の支出済額は５４万４ ,１５３円で、納付書共同

印刷負担金であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、引き続き３９４ページ中段の２款１項１目

広域連合負担金でございます。支出済額は５億９ ,８８７万４ ,０９７円、不用額は
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５６５万９ ,９０３円です。  

 １９節負担金、補助及び交付金の内訳につきましては、備考欄をごらんいただき

たいと思います。  

 次に、３款諸支出金、１項につきましては、税務課から説明をさせていただきま

す。  

○吉沢税務課長   ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金

及び還付加算金につきましては、予算現額１２０万円に対して、支出済額１１６万

４ ,１５７円、不用額３万５ ,８４３円であります。  

 次の３９６、３９７ページをごらんください。  

 内訳のほうは、２３節償還金、利子及び割引料で、保険料変更等に伴う過誤納付

還付金であります。不用額につきましては、償還金の支出の確定については、年度

末でありますので見込みが難しいところから、予算見込みについては若干余裕を持

って見込んでおります。そのようなことから、不用額となったものであります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、２項繰出金、１項一般会計繰出金です。支

出済額は３ ,３５６万９ ,５７８円、不用額は１ ,４２２円でございます。これは、

療養給付費負担金の精算及び事務費繰入金の精算分として、一般会計に対し繰り出

しを行うものでございます。  

 以上、平成２９年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の説明とさ

せていただきます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 後期高齢者について御質疑のある方は。  

○濵中委員   さっきの最初の質問とちょっとかぶるところもあるかと思うんです

けれども、一般会計と特別会計の繰り入れ、繰出金の状況のところで、後期高齢者

のところでも、２９年度と２８年度で増減がありますよね。どういった影響でこう

いった多い少ないというふうに考えればいいのかなと、教えてもらえますか。  

○内山市民サービス課長   それでは、資料として、決算参考資料のほうを発信さ

せていただきます。  

 濵中委員さん、発信していただいた。  

○濵中委員   そうです。  

○内山市民サービス課長   下に一般会計からの、これの要因ということでしょう

か。  
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○濵中委員   金額が幾ら上がって、こうですよということは書いてもらっておる

んやけど、その原因ですね。何でこうやって上がったのか、下がったのかというの

は分析されておるのかなという話。  

○内山市民サービス課長   繰り入れ、繰り出しの関係につきましては、一番大き

な要因としましては、人件費の部分が要因として考えられます。年度当初の職員の

異動等によって、人件費に対する繰り入れ、繰り出しの増減が主なものと考えてい

ます。  

○濵中委員   そうしますと、一口に繰入金といっても、病院への繰り出しのよう

な、そういった感じではないと考えればいいのかな。  

 というのは、やっぱり一般会計で負担する部分を抑制するほうがよい場合と、き

ちっとここを手当てすることによって、先ほどまで言っておった予防事業であると

か、被保険者を支える部分であるとかということを手厚くするというものであるの

かというのがわかると、ここの数字の判断ができるなと思ったので、そのあたりを

お聞きしたいなと思ったんです。  

 ただ単に幾ら一般会計が大変やからといって、ここを圧縮して済むものではない

という性質のものですね、そうしたらね。  

○内山市民サービス課長   基本的には、法律上認められた繰入金というのと、法

定外というのがございます。赤字を埋めるために一般会計からの繰り入れが行われ

る場合は、法定外繰り入れといいまして、県制度によっては、それが２年続くと赤

字再建計画を立てなあかんというような制度になっておりますので、そういうこと

でございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   他にないようですので、市民サービス課の所管を終了させていただ

きます。ありがとうございました。  

 引き続き福祉保健課。  

 暫時休憩します。  

（休憩  午後  ２時２９分）  

 

（再開  午後  ２時３２分）  

○南委員長   休憩前に引き続き会議を続行いたします。  

 次に、福祉保健課、歳入歳出決算の説明を求めます。  
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○三鬼福祉保健課長   よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第５８号、平成２９年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、福祉保健課に係る分を御説明いたします。  

 歳入については、会計管理者より御説明がありましたので、歳出について御説明

いたします。  

 決算書の１５０、１５１ページをごらんください。通知させていただきました。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、予算額に対し８億９ ,９

９２万１ ,９８５円を支出し、不用額は１１８万４ ,０１５円でした。  

 支出の内訳として、７節賃金３５４万４０３円の支出は、臨時福祉給付金事業に

係る臨時職員賃金でございます。  

 以下、支出済額の主なものとしましては、１１節需用費は１３２万５ ,９３０円

で、次のページをお願いいたします。上段に福祉保健センターの消防用設備などの

修繕費が２３万３ ,２８０円となっております。  

 １２節役務費２６５万４７２円は、臨時福祉給付金に係る通信運搬費が９４万５ ,

０５４円、福祉医療費助成事務共同処理手数料７８万９ ,９０２円が主なものでご

ざいます。  

 １３節委託料２ ,２７６万３ ,０００円は、臨時福祉給付金システム構築委託料の

ほか、社会福祉協議会に委託している福祉保健センター指定管理料が１ ,８９３万

９ ,０００円、これが主なものでございます。  

 また、結婚支援事業委託料２６万円は、結婚を希望する方を支援する人材を養成

し、婚活イベントを通じて結婚支援に係る人づくり、組織づくりを進める目的で婚

活イベントを２回開催し、６組のカップルが成立いたしました。  

 続いて、１９節負担金、補助及び交付金５億９ ,０５３万８ ,５００円は、紀北広

域連合分担金４億６ ,４７６万３ ,０００円、次のページをお願いいたします。社会

福祉協議会運営助成金５ ,５６８万円、臨時福祉給付金６ ,８６４万円が主なもので

ございます。  

 ２３節償還金、利子及び割引料１ ,２５６万円の支出は、臨時福祉給付金事業に

係る前年度精算金でございました。  

 続いて、２目障害福祉費、予算額に対し８ ,２７３万１８円を支出し、不用額は

２０１万９ ,９８２円でした。  

 主な支出については、次のページをお願いいたします。  

 １９節負担金、補助及び交付金４７０万８１５円の支出は、紀北地域障がい者福
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祉計画の分担金１４７万９ ,６００円、社会的事業所創業支援モデル事業補助金１

８０万円、障がい児療育等支援事業補助金１２１万７ ,２１５円が主なものでござ

いました。  

 ２０節扶助費７ ,６７４万４２円の支出は、特別障害者手当等給付費１ ,１０１万

４ ,１２０円、心身医療費助成金６ ,５４６万８８２円などでありました。  

 ３目自立支援給付事業、予算額に対し３億５ ,１２１万２ ,８４５円支出し、不用

額は７２７万２ ,１５５円でした。  

 不用額の主なものは、２０節扶助費の６４９万４ ,１０６円で、これは居宅介護

や生活介護など、各事業の利用者数や利用日数が見込みを下回ったなど、２１にわ

たる事業の積み上げによるものでございます。  

 主な支出は、１５８ページ、１５９ページ、次のページをごらんください。  

 １３節委託料２ ,３０５万２ ,０５７円で、移動支援事業委託料２８８万７０１円、

紀北地域障がい者相談支援センター事業委託料１ ,８４３万６ ,４５８円が主なもの

でございました。  

 次のページをお願いいたします。  

 ２０節扶助費です。３億１ ,５７１万８９４円は、居宅介護事業費や日常生活用

具給付事業など、１６３ページまでにわたって障害者の生活を支え、社会参加を促

進する２１の事業費でございます。  

 次のページ、１６２、１６３ページをお願いいたします。  

 ４目老人福祉費、予算額に対し９ ,９７６万１ ,５３７円を支出し、不用額は１９

８万１ ,４６３円でした。  

 不用額の主なものは、１３節委託料の１５３万３ ,３４３円で、養護老人ホーム

聖光園の市内入所者が見込みを下回ったものによるものでございます。  

 主な支出は、次のページをお願いいたします。  

 １３節委託料８ ,４３４万７ ,６５７円は、緊急通報システム管理委託料３５９万

４ ,３４８円と養護老人ホーム聖光園指定管理料７ ,７９２万４ ,７８９円でありま

す。  

 １５節工事請負費３４６万６ ,８００円の支出は、養護老人ホーム聖光園の居室

１０室分の空調機を取りかえたもので、１ ,０５０室を平成２７年度から５カ年計

画で更新しております。  

 １９節負担金、補助及び交付金４８０万２００円の支出は、老人クラブ連合会へ

の助成金及びシルバー人材センター運営補助金でございます。  



－６１－ 

 ２０節扶助費５９１万９ ,０６０円の支出は、老人福祉施設入所者措置費でござ

います。  

 続いて、１６６、１６７ページ、次のページをごらんいただきます。  

 ６目行旅病人及び死亡人取扱費は、予算額２５万１ ,０００円に対し、対象者が

なく、支出はございませんでした。  

 次に、７目子ども医療費は、予算額３ ,１３２万円に対し３ ,１２６万８ ,８５６

円を支出し、不用額が５万１ ,１４４円でした。  

 主な支出は、２０節扶助費３ ,０８８万１ ,９２６円は、子ども医療費助成金で、

対象児童が１ ,１４５人、助成件数は１万５ ,４８７件でございました。  

 続いて、８目介護保険費、予算額に対し２ ,７８１万５ ,６１５円を支出し、不用

額は１ ,０７４万３ ,３８５円でした。  

 不用額の主なものは、次のページをお願いいたします。  

 １３節の委託料の８８８万６ ,２００円で、一般介護予防事業の対象者が見込み

を下回ったことによるものでございました。  

 主な支出は、１３節委託料１ ,４４１万１ ,８００円は、社会福祉法人長茂会ほか、

市内４事業者と委託契約を結び、高齢者の一般介護予防事業を実施したものでござ

います。また、任意事業の委託料は、食の自立支援事業として、高齢者の安否確認

を兼ねた配食サービスを市内の４事業者に委託して実施いたしました。  

 ２０節扶助費３６１万７ ,７５０円は、要介護４及び５の高齢者を在宅で介護し

ている家族に対し、紙おむつ等の購入券を交付する介護用品給付費でございます。  

 １７０ページ、１７１ページをごらんください。  

 １０目生活困窮者自立支援事業は、予算額に対し７８７万４ ,５００円を支出し、

不用額は２０万１ ,５００円でした。  

 主な支出は、１３節委託料６９９万５ ,５００円でございます。  

 続いて、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、予算額に対し３億７１４万１ ,

９５１円を支出し、不用額は１０４万３ ,０４９円でした。  

 主な支出については、次のページで御説明いたします。  

 １３節委託料は１ ,７１９万４ ,２００円の支出で、内訳は、市内２カ所で開設し

ている放課後児童クラブ運営委託料９８６万１ ,０００円のほか、尾鷲第４保育園

建設に係る監理業務委託料６３９万３ ,６００円などでございました。  

 次のページをお願いいたします。  

 １５節工事請負費２億６ ,５８６万３ ,６００円は、尾鷲第４保育園新築工事費で
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ございます。  

 １８節備品購入費５６８万９ ,８９５円は、尾鷲第４保育園建設に伴い購入した

机、椅子等の費用でございます。  

 ２０節扶助費２２１万５ ,０００円は、多子世帯支援給付費でございます。  

 続いて、２目の児童措置費、予算額に対し７億２ ,９６９万３ ,８１０円を支出し、

不用額を２１１万３ ,１９０円でした。  

 不用額の主なものは、２０節扶助費の１８６万２６０円で、児童手当が見込みを

下回ったことによるものでございます。  

 主な支出は、次のページで御説明いたします。  

 １３節委託料１ ,２０８万円のうち、地域子育て支援センター事業は、尾鷲民生

事業協会に委託をして実施したもので、尾鷲第２保育園に併設するちびっこ広場に

未就学児の親子８５組が参加して実施いたしました。  

 １９節負担金、補助及び交付金７ ,１８２万９ ,８８６円は、認可保育所に対する

特別助成金、延長保育、障害児保育等の各補助金と尾鷲第２保育園などに対する元

利補給金でございました。  

 次のページをお願いいたします。  

 ２０節扶助費です。支出済額は６億４ ,３７７万９ ,７４０円で、内訳は、保育所

運営費が４億５ ,４２９万３ ,７４０円、残りが児童手当等でございます。  

 ３目母子福祉費、予算額に対し１億５１万６ ,０９３円を支出し、不用額は１９

０万５ ,３０７円でした。  

 不用額の主なものは、２０節扶助費の９４万４ ,３９６円で、一人親家庭等医療

助成金や児童扶養手当が見込みが下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものは、２０節扶助費９ ,９８４万６ ,６０４円で、一人親家庭等医療

助成金が対象となる保護者２０２人、子供が３１２人に対し、１ ,３５４万４ ,０６

０円を支出しました。また、児童扶養手当は、対象となる一人親１６８人に８ ,６

３０万２ ,５４０円を支出しました。そのうち、父子家庭の父親は１８人でござい

ました。  

 続いて、３項生活保護費、１目生活保護総務費、予算額に対し２ ,５６２万８ ,０

１０円を支出し、不用額は５９万１ ,９９０円でございました。  

 次のページをお願いいたします。  

 支出の主なものは、１３節委託料３８０万６ ,２２０円で、被保護者就労支援事

業委託料は３３９万１ ,５００円でございました。  
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 続いて、２目の扶助費、予算額に対し３億４ ,９６４万１ ,８０６円を支出し、不

用額は２ ,４１５万２ ,１９４円でした。  

 ２０節扶助費のうち、医療扶助費と生活扶助費が見込みを下回ったことが原因で

ございます。  

 支出の内訳は、２０節扶助費３億２ ,７５７万９ ,３４１円は、生活保護の被保護

世帯に対し、国の定める基準に従い、各種の扶助料を支給したものでございます。

２９年度相談件数が４９件に対し、申請件数が２２件、保護を開始した件数は２０

件、廃止件数は２２件で、減少傾向にございます。また、被保護者世帯数は、現在

で１６９世帯、被保護者世数は１８９人でございました。最近は、高齢化による死

亡による廃止のほか、生活困窮者自立支援による効果もあり、被保護者数は減少し

ております。  

 次のページをお願いいたします。  

 ２３節償還金、利子及び割引料２ ,２０６万２ ,４６５円は、前年度の生活保護費

の精算金でございました。  

 ３目生活保護施設事務費、予算額に対し５８２万５ ,７００円を支出し、不用額

は１万７ ,３００円でございました。  

 主な支出は、１９節負担金、補助及び交付金５８２万５ ,７００円で、救護施設

に対する委託事務費負担金でございました。  

 続きまして、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費、予算額に対し１ ,０５

１万２ ,８６５円を支出し、不用額が１２万７ ,１３５円でございました。  

 本事業は、林町会館の運営に係るもので、主な支出は、８節報償費７９万５ ,０

００円で、林町会館で開催している各種講座の講師謝礼でございます。  

 続きまして、少し飛んで１８６、１８７ページをお願いいたします。  

 続きまして、４款に移ります。衛生費、１項保健費、１目保健総務費は、予算額

に対し４ ,０７８万８６４円を支出し、不用額は１６６万６ ,１３６円でございまし

た。  

 主な支出、１３節委託料３１９万８ ,４６３円は、一次救急医療体制事業を紀北

医師会に委託したものでございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金３ ,５９９万７ ,７０７円の支出は、主なものは、

次のページをごらんいただきますと、中段ごろに病院群輪番制病院運営事業補助金

として、尾鷲総合病院に３ ,３３２万円を、地域医療助成金として２２５万円を、

紀北医師会及び尾鷲歯科医師会に助成したものでございます。一次救急医療体制事
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業の委託料や病院群輪番制運営事業補助金は、休日、夜間における救急医療を確保

し、住民が安心して暮らせる医療環境を支えるものでございます。これらの事業に

つきましては、紀北町から人口割でおよそ２分の１の負担金がございます。  

 続いて、県特定不妊治療費及び不育治療費等補助金１３万８ ,４４０円は、妊娠

を希望する夫婦への支援として、２組の夫婦に助成を行いました。  

 ２０節扶助費１１６万１ ,８６９円は、未熟児養育医療費助成金として、３人の

未熟児に対する医療費の助成を行いました。  

 次に、２目予防費、予算額に対し４ ,１４０万４ ,００５円を支出し、不用額は３

４５万９９５円で、予防接種が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 主な支出は、１３節委託料で、予防接種委託料でございました。  

 次のページをお願いいたします。  

 続いて、４目保健事業普及費、予算額に対し２ ,９７８万６ ,３６０円を支出し、

不用額は８１０万７ ,６４０円でございました。  

 不用額の主なものは、１３節委託料で、健康診査及び妊婦健診が見込みを下回っ

たことに理由でございます。  

 主な支出は、１１節需用費２８８万７ ,３７０円は、各種健康教室に係る印刷や

消耗品等でございました。  

 １３節委託料２ ,４４３万２ ,０００円は、内訳として、健康診査委託料が１ ,５

１２万４ ,２０７円、これは三重県健康管理センターと紀北医師会に委託したもの

でございます。  

 また、妊婦健診委託料８７３万７ ,０３９円は三重県医師会に、歯科保健事業委

託料５７万７５４円は、尾鷲歯科医師会に委託して実施いたしました。  

 以上で、福祉保健課に係る決算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審

議の上、御承認賜りますようお願いいたします。  

○南委員長   成果報告のほうはないですか、説明。  

○内山委員   決算書１７５ページ、多子世帯支援給付費、ここで、私の身の周り

でも多子世帯が結構いまして、非常にありがたい支援事業なんですけれども、紙お

むつと粉ミルクで一番子供が多い世帯で必要になってくるのが、赤ちゃんのおしり

ふきもどうかこの利用券の内容の中に入ることができないかという意見が多いんで

すけれども、その辺についてはどうでしょうか。  

○三鬼福祉保健課長   これは、昨年度から３ ,０００円を６ ,０００円に増額して、

紙おむつ、粉ミルクでさせていただいております。現在、対象者が児童数で４８人
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の方に、２年間にわたりますので、３人目以降の児童に対してさせていただいてい

ます。現在、紙おむつ及び粉ミルクですが、それで大体のことは足りているかなと、

正直６ ,０００円ですと、紙おむつと粉ミルクだけでもそれを超えてしまうという

ことですので、今のところはそれを基本にさせていただいておりますが、今後、例

えばそれでも余る方については、そういう御意見も踏まえて、事業者とも調整して

対応を検討したいと思っております。  

○内山委員   少子高齢化か進む中で、多子世帯というのはすごくありがたい話に

もなってきますので、ぜひ細かいことですけれども、ニーズに応えてあげられるよ

うにお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○濵中委員   主要施策の中から聞かせてください。  

 健康増進事業で、事業内容とか成果のあたりで聞きたいんですけれども、きょう、

私、自分がいただいております健康ハッピーポイントの手帳を持ってこさせてもら

いました。これ、２６年にいただいておるんですね、私。そのときに、対象事業が

６事業書かれておるんですけれども、これの中に、今後ポイント対象事業をふやし

ていきますというふうに書かれておるんですけれども、昨年、２９年度までに、こ

の６事業以外でふえたもの、例えばここにあるような事業内容の中で、ポイント対

象にしたものとかってありますか。  

○三鬼福祉保健課長   当課としましては、健康ハッピーポイントを広めて、健康

に興味を持って進んでいこうと思うと、今後出てくる事業も含めて、対象をふやし

ていきたいというふうに、市民サービス課の国民健康保険係とも話をしているとこ

ろでございます。具体的には担当係長から御説明させます。  

○東福祉保健課係長   健康づくり係です。  

 対象となります事業数につきましては、現在、福祉保健課健康づくり係で行って

おります事業、高齢者福祉係で行っていただいております事業、商工観光課、市民

サービス課、生涯学習課のものが含まれております。３０年度になってしまうんで

すが、２９年度実績なんですが、済みません、手元にあるのが３０年度の要綱で済

みません。うちの福祉保健課の事業につきましては、ただいま１４事業が福祉保健

課では入っておりまして、商工観光課では、ツーデーウォーク、それから市民サー

ビス課におきましては、各コミュニティーセンターで行っていただいております食

や運動の事業をコミセンとの連携で、コミュニティーセンターで押していただいて

おります。そのほか、生涯学習課におきましても、公民館事業のほうで押していた
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だいております。また、今年度のことになってしまうんですが、健康弁当のほうで

もさせていただく予定になっております。  

 以上です。  

○濵中委員   実は、先ほど国保の審査の中で、疾病予防であるとか健康増進とい

うあたりを進めないとという話が出ました。実は、以前に岩手県の遠野市のほうで

視察をさせていただいたときにも、健康ポイントというあたりで事業をされる中で、

これが何に還元されるかということによって、市民への広がりが見えてきている部

分も教えていただきましたので、現在は商品というか、そういったものがポイント

の成果になっているようなんですけれども、結構、市民の方とこれの話をしますと、

これ、何冊目なんやよと人もいらっしゃいますよね。そういった繰り返しでずっと

継続してくださる方とか、回を重ねてくださる方にとっても、これの成果が魅力あ

るものになる必要があるのかなということと、あともう一点なんですけれども、き

ょうの時点で、私、来るまでにホームページとか広報を確認したときに、どれが対

象事業であるかということが一目でわかるようなものが見当たらなかったんですね。

例えばこの手帳には書いてくれておるんです、どれが事業ですということは。でも、

これを手に取らないとわからないというのではちょっともったいないなと思うので、

知らない方にでも、そこの事業へ行けばこのマークはついていますけれども、そこ

へ行くまでに、情報として自分が参加できるものが何で、それに行けば健康ポイン

トがたまってと、それによって自分にこういうメリットがあるよということがわか

る形には弱いかなと。事業そのものはすごく魅力的に動いているということを参加

する方には聞くので、啓発の部分でもう少し頑張っていただくことがあるのかなと

いうふうには感じました。  

 ちなみに、今、何冊ぐらい配布されていますか。  

○三鬼福祉保健課長   御質問にお答えいたします。  

 まず、ポイントがたまった後の景品交換につきましては、現在行っている健康グ

ッズを初期の段階として始めておって、いただいた方も何回目の方もいらっしゃる

のが現実でございます。今後は、地域経済も含めまして、例えばそれがほかの形で

還元できるかどうかについては、現在、財政も含めて検討中でございますので、健

康グッズ以外にももっとも魅力的なものに対してチャレンジできるような形も現在

検討中ですので、また決まりましたら報告をさせていただきます。  

 それと、ホームページにつきましても、御指摘のことはすぐ実行に移せることで

すので、その内容については対応をさせていただきたいと思います。  
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 健康ハッピーポイントの手帳の交付数については、後日対応させていただきます。  

○濵中委員   ありがとうございます。  

 遠野市なんかは、国からの補助事業なんかで大きく予算が動かせるような形の中

でやっておりましたから、規模が違うのは、それはいたし方がないかなと思うんで

すけれども、市独自の事業でここまで進めてきておるのは、ある意味、そういった

モデル事業のところよりは私は先進例としても感じ取れるところでもありますので、

もう一点、ここにあります健康増進の中の健康手帳の交付ですね。自分の記録とし

て持っている部分。これは配布なんですか、それとも御自身でダウンロードしたり

とかという確認できる部分ですか。どういったところで配布しておるんですか。  

○東福祉保健課係長   これにつきましては、国で定められております健康手帳の

配布になります。少し前までは印刷製本したものを配布しておりまして、補助金が

ついておりました。ただ、現在では、補助金制度がなくなりまして、ダウンロード

したものを配布しましょうに変わっているんですけれども、尾鷲市におきましては、

現段階ではまだダウンロードしたものというよりは、実際に持っていただきやすい

ものを購入したもので配布させていただいておりまして、４０歳の方には、お知ら

せとともにこの手帳をお配りさせていただいております。ただ、活用といいますと、

健診結果を御自身で書いていただいたりとか、それから健康相談に来ていただくと

きには持ってきていただいて、私たちが記録を書かせていただいております。  

○濵中委員   国保税の努力者の支援交付金のあたりなんかでも、こういう健診の

数であるとか、そういったところがすごくポイントになってきます。これを受けて

いただくためのそれぞれのお得感というものがこれと関連づけられるとええなと思

うので、ぜひがん検診であるとか、健康診断なんかもポイント事業になればええな

というふうに思いますので、よろしくお願いします。  

○野田委員   ちょっと教えていただきたいんですけれども、主要施策の成果及び

実績報告書の３７ページ、送りたいんですけれども、変わりませんもんで、３７ペ

ージの障がい者を雇用する社会福祉法人、または特定非営利活動法人等のところな

んですけれども、事業成果のところで、６人という成果が上がっているんですが、

障害はあるけれども、働けるよという人が尾鷲市で何人ぐらいいて、その中の３人

なのか、そこら辺はどうですか。  

○三鬼福祉保健課長   障害者の雇用の場としては、幾つか種類がございまして、

まず、紀北作業所やゆめ向井工房のように、障害者の方の就労継続支援Ｂ型といい

まして、そういう働き方が収入的には少し低い形になります。ゆめ向井工房では、
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現在、１０名の方が働いておられます。  

 それ以外に、今回、社会的事業所というのは、健常者も障害のある方も同等の立

場で働こうという新しいモデルとして始まった事業で、ここにも書いてあるので、

８万２ ,０００円ほど安定したある程度の収入があるような形です。こちらが、６

人中、尾鷲市の方が３名です。  

 あともう一点、もう少し金額も同等ぐらいの就労支援Ａ型といいまして、尾鷲市

ではやきやまふぁーむさんがそこで事業を行っておられます。それも恐らく十七、

八名の方が働いておられますので、尾鷲市から紀北町の作業所に行っておられる方

もおられますので、大体のところ２０名から３０名の方が就労の機会を得ておりま

す。それ以外にも市内のスーパーマーケット等で一般就労につながった方もいます

ので、現在、雇用をどう確保していくかというのが、昨年、策定した紀北地域障が

い者福祉計画の第１項目になっておりますので、これについては、社会福祉協議会

に就労支援の部署がありますので、そこを中心に現在も力を入れて行っております。  

○野田委員   このところは、僕は非常に大事なところだと思っていますので、昨

年度からやり出したということで、尾鷲市が率先して雇用ができて、より働いて生

きがいとか、いろいろできると思いますので、よろしくお願いしたいということと、

土、日には福祉の店ということで、社会福祉センターでやっていますので、そこら

辺ももっとＰＲしてあげたらどうかなという気はしますので、またよろしくお願い

します。  

 以上です。要望です。  

○南委員長   他にございませんか。  

○楠委員   指定管理についてお聞きしたいんですけど、１５３ページの福祉保健

センター、１６５ページの養護老人ホームの聖光園の指定管理について、主要施策

の成果及び実績報告書に出ていないので、実際に指定管理したことでどういう効果

が上がったのか、その辺を教えていただけますか。  

○三鬼福祉保健課長   御説明申し上げます。  

 まず、第１番目の福祉保健センターにつきましては、社会福祉協議会に指定管理

を行っております。今回、議会でも御説明いたしました指定管理の見直しの対象に

もなっておりまして、今年度をもって指定管理は終了して、来年からは業務委託と

いう形で、部分的に市が行うほうがメリットがあるもの、市民サービスのために福

祉保健センターにいる社会福祉協議会が行ったほうがいいものというふうに、そう

いうふうに区分けはしたいと思っております。  
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 一番のメリットとしましては、年間約６万人の市民が訪れるセンターで、いろん

な方が御利用いただいておりますので、その利用調整についたり、少し小規模な修

繕であったりとか、器具のふぐあいとか、そういうところは指定管理者が責任を持

って迅速に対応していただいていることが市民サービスにつながっていると考えて

おります。  

 ２点目の聖光園の指定管理につきましては、これは以前、養護老人ホームですの

で、措置制度という制度がございまして、保育所と同じように措置制度があった時

代がありましたが、三位一体改革のときに交付税措置という形に決まりましたもの

ですから、指定管理制度を導入しまして、老人措置費相当額に値する金額を指定管

理料として定めておりますので、制度的に大きく変わったというものではございま

せん。  

○楠委員   福祉保健センターのほうは一応話はわかりました。  

 聖光園のほうは、最終的には施設の維持管理、大規模な修繕は当然市でやらなき

ゃいけない。本来の業務としては市の事業ですから、そうすると、今後、あの施設

を見ると、相当改修しないと、逆に言うと、利用者に対しての危険度とか、結構あ

りそうな気がするんですけど、そういう計画は立てているのかどうか。  

○三鬼福祉保健課長   聖光園の設備については、課題が２点ございます。５０室

ある居室につきましては、計画的にエアコン等を改修しておりますので住環境は保

たれておるのですが、食堂を初め大きな部分のエアコンが相当な年数を経過してお

り、小修繕とか、基盤の修繕とかで対応しているのが現状でございます。今後、そ

れらの計画を立てていくことが課題です。  

 あとは、その他の修繕につきましては、指定管理料の契約の中に、１０万円未満

の修繕については指定管理者が行うこととなっておりまして、その点につきまして

は、例えばトイレの水道の破損とか、そういうところについては、法人のほうが積

極的に修繕を行っていただいておりますので、その辺は一つメリットとして考えて

います。  

○楠委員   引き続き、そういう施設は改善しなきゃいけないんですけど、一番気

になっていたのは、お風呂場、今でいうと基準に合わないようなお風呂場で、滑っ

て転んだ、溺れたらという深さのようなところもあるので、相当費用がかかるんじ

ゃないかと思うんですけど、その辺は現場を見ていただいてどうでしょう。  

○三鬼福祉保健課長   浴室の浴槽内の底の部分については、タイルで滑るという

指摘もございまして、以前、修繕するときがございましたので、改善をさせていた
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ところですが、手すりの設置も含めて、今後まだ検討する余地もございますので、

指定管理者と共同して計画は立てたいと思います。  

○奥田委員   主要施策の成果及び実績報告書のところでお聞きしたいんですけれ

ども、３９ページ、在宅援護事業、緊急通報装置の対応事業ですか、６５歳以上の

ひとり暮らしの高齢者の方に貸し付けるものですね。この通報装置なんですけど、

事業成果のところを見ると、貸与台数が平均１２１台ということで、前年度比で１

５台減っていると。通報及び相談件数も前年度比較で４２件減っておるのかな。高

齢化が進んでいる中で減っているというのは、どういう理由かわかれば。  

○三鬼福祉保健課長   減少の要因としましては、お亡くなりになる方、または施

設へ行かれる方がほとんどを占めております。民生委員を通じて、おひとり暮らし

の方の安全を確保する上で要望が多いのは事実でして、新規の要望もありますが、

それに増して、お亡くなりになるとか、施設へ行くので、御自宅に電話を設置しな

いという形で撤去される方がいらっしゃいます。  

○奥田委員   新規の方もいらっしゃると思うけど、お亡くなりになったりとか、

施設へ入られる方が結構いらっしゃるということですね。  

 それで、もう一点だけ、主要施策の成果及び実績報告書４９ページの子育て支援

のところでお伺いしたいんですけど、ここのところの事業の内容のところの、濵中

委員が一般質問されたところです。子育て世代の包括支援センターなんですけど、

事業の内容のところで、子育て世代包括支援センターの整備を行いということで、

子育て世代包括支援センターは、僕らも余り知らないし、認知度が低いような気が

するんやけれども、ホームページを探してもなかなか出てこないんですけど、僕が

よう探さんだけの話かもしれませんが、これ、ちょっと詳しく教えてもらえません

か。市民の方にもワンセグで聞いている人もいらっしゃると思うし、この前の一般

質問で濵中さんからあったので、御存じの方もいると思いますが。  

○三鬼福祉保健課長   子育て世代包括支援センターとは、わかりやすく申し上げ

ますと、妊娠をされて、母子健康手帳を受け取られるときから、妊娠中、出産、そ

の辺も妊婦なりの悩みがございます。悩みに保健師が対応いたします。出産を経て、

赤ちゃん訪問といいまして、生まれた家庭には必ず保健師が赤ちゃん訪問というも

のをさせていただいております。そこで、健康状態をチェックしたり、お母さんの

精神や体のケアをしたり、そういう相談にも乗って、その後、フォローが必要なお

母さんやお子様がいると、そこでかかわりを持たせていただいて、その後も赤ちゃ

んのとき、幼稚園や保育園のときも含めて御相談に乗る体制をとらせていただくの
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が、ワンストップ窓口としてのかかわりがあります。  

 そのほかに、今回、子育て支援係も同居をいたしておりますので、保育園の申し

込みや各種児童手当等の子育てに関する経済的な支援の相談も同じ場所で同じとき

にできることも一つのワンストップ窓口のメリットとして、子育て世代包括支援セ

ンターが位置づけられております。ことしから始まったばかりで、現在は保健師を

中心とした妊娠期から出産、子育て期までを一つの柱として、あとは子育て支援係

が保育所や児童手当や子ども医療費の経済的な支援をもう一つの柱として、三つ目

は、児童虐待防止やお母様の育児相談、相談事にも同じスタッフがかかわれますの

で、そういう三つを柱に今組み立てております。  

○奥田委員   そうすると、高齢者を対象とした地域包括ケアセンターがあります

よね。あれが今、社協に委託していて、福祉センターのほうにありますよね。子育

て世代包括支援センターというのは、福祉センターのほうに、福祉保健課の子育て

支援係がありますけど、そこのところにあるわけなんですか。そこと同じように、

どういうかかわりなんですか、子育て支援係との。  

○三鬼福祉保健課長   福祉保健センターの２階に子育て世代包括支援センターと

いう看板を掲げまして、その中に保健師が主に所属している健康づくり係と子育て

支援係の二つの係、合計で１４名の職員が在籍して対応しております。ですので、

センターの中に二つの係がございます。健康づくり係と子育て支援係が。それが連

携することによって、ワンストップ窓口を強化しようというのが狙いです。  

○奥田委員   そうすると、健康づくり係と子育て支援係が向こうにありますけど、

それが一緒になって、子育て世代包括支援センターというチームみたいなのをつく

っておるということですか。そういう理解でいいんですかね。  

 これはあれですか、ほとんど県がやっておったんですか。県のあれではなくて。  

○三鬼福祉保健課長   基本的には行政単位、市町村単位で設置が進みまして、平

成３２年度までに全ての市町村で設置することを目標に国が位置づけております。  

○野田委員   今、奥田委員の質問に関連するんですけれども、昨今、４９ページ

のこの部分というのは、非常に大事な部分だと思っているんですけれども、今二つ

の係でやっている横の関係というんですか、母親同士のつながりというのは、実際

的によくなってきているというか、活動はどうなんですか。僕、子育ては終わって

しまっておるもんですから、ただし、大事な部分だと思っていますので、どうなの

かなということをお聞きしたいんですが。  

○三鬼福祉保健課長   現在、健康づくり係と子育て支援係の係長を中心に、今ネ
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ットワークをつくって行っておりますので、係長のほうから説明させます。  

○東福祉保健課係長   ただいま子育て支援係と、それから私、健康づくり係のほ

うで母子手帳を発行いたしまして、それから妊婦健診、乳幼児健診は、健康づくり

係になります。それから、保育園であるとか、発達支援に関しましては、子育て支

援係と連携しながら、子育て支援係にも保健師がおりますので、保健師、社会福祉

士と連携しながら進めておるところです。途切れなく妊娠期から就学期、思春期ま

でつなげていけるようにということで、係同士の連携は進めております。  

 それから、先ほど委員言っていただきましたお母さん同士のつながりというとこ

ろなんですけれども、今年度、余り主要施策のところに実績報告が上がっていない

んですが、立ち上がったのがことしの２月になります。子育て世代包括支援センタ

ーとして設置しましたのが、準備等で少しおくれまして、２月になりまして、その

時点で福祉保健センターが親子、子育ての方も来ていただきやすい場所になりたい

ということで、ロビーにキッズコーナーを設置いたしました。そこにおきましては、

この４月以降、子育てサポーターさんたちが中心に、お楽しみデーということも設

けまして、イベントを開催しております。その中で、先日もなんですが、親子で参

加していただきまして、お母さんたちが交流していただける場所、情報交換してい

ただいて、気軽に来ていただいて、いつでも来ていただける。そこに来たら誰かに

出会える、誰かに話に来ていただける場所でありたいということを目指しておりま

して、ただいま子育て支援係と子育てサポーターさんたちと、それから子育て５課

とも連携をとりながら進めているところです。  

 以上です。  

○野田委員   非常に悩み多い時期ですもんで、子育てするときというのは。そこ

ら辺のいろんな指導だけじゃなくて、横のつながりの悩みを打ち明けられる、話で

きるような体制というのが必要かなと思いますので、ひとつよろしくお願いします。  

○奥田委員   決算書の１６６、１６７ページのところなんですけど、一番下のと

ころの子ども医療費助成金３ ,０８８万１ ,９２６円、これの入院と通院、それと２

９年度は通院は小学生以下かな。入院が中学生以下でしたっけ。その内訳はわかり

ません、小学校以下と中学生の分と。そこまではわからんかな。  

○三鬼福祉保健課長   ２９年度中は、入院、通院は小学生６年生まで、中学生は

入院のみでしたので。また、詳しい数字は出させてもらいますけど、入院された方

で２人ほどございまして、１０万円前後のお金が支払われたというふうに記憶して

おります。また後ほど、詳しい……。ほぼ９９％以上が小学生の入通院で、中学生
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は入院のみ少しあったというふうに記憶しております。  

 今度９月から、中学校の通院が拡大されましたので、３０年度では中学校の入通

院が対象となります。通院が９月分から拡大されました。  

○奥田委員   ２９年度はそういうことで、９月から中学生の通院も補助するとい

うことですね。やっと１５歳までが入通院とも補助ということで。ただ、前から南

委員長なんかも一般質問されておったことがあるけれども、僕も何回もしておるん

ですけど、紀北町も熊野市も高校までしておるんですよね。これも、２９市町を見

てもほとんど中学生までと、もう二つ、三つぐらいなんですよね、２９市町を見て

も。ですので、今聞いた感じでは、中学生の入院が２人しかおらん。２人で１０万

ぐらいだったら、高校生の入院でもそんなにおらんのじゃないかなという気がする

んやけれども、だから、入院だけでも高校生までしてやるとか、そういう考えはな

いですか。  

○三鬼福祉保健課長   現在の子育て支援の中では、一つは、中学生までが各市の

状況が全て整っているということもあって、高校まで手厚くしている大紀町とか、

この周辺の地区もございますけれども、今のところは、やはり中学生までを一つの

ラインとしてそろえることを目標として行っておりますので、現時点では高校以降

の対応は検討課題というふうにとどめております。  

○奥田委員   検討課題といっても、相当おくれておるでね。最下位ですよ、本当

に。ほかの中学生までのところで見ても、ほかの分ではいろんなことをやっておる

でね、食事補助をしたりとか、いろいろあるもんで、尾鷲は最低レベルやもんで、

何とかしてほしいなと思う。早急にその辺を検討してほしいんですけど。  

 もう一点だけ、生活保護費のところをお聞きしたいんですわ。決算書でいうと１

８０、１８１ページのところになるんですけど、さっき聞いていたら、１６９世帯、

１８９人の方に支給されているということで、２０件の方が申請で、廃止が２２件

と廃止のほうが多いんですけど、今、生活困窮者自立支援事業もやられていますの

で、そういう意味でも減っているのかなという、その辺のことはよくわかるんです

けど、ただ、いろんなクレームというか、何であの人がもらっておるのとか、本当

に困っている人はいいんですけど、何であの人がもらっているのと。パチンコばっ

かりしよるのにとか、そういう声が聞こえてくるんですよね。だから、それの審査

とか、きちっとしているのかということと、それと、申請についても、段階を踏ん

できちっとした申請をされているのか、そこの辺を教えてもらえますか。  

○三鬼福祉保健課長   申請につきましては、相談を受けることから始まります。
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その中で、申請につきましては、本人の現在の所得状況、あと資産状況、家族の支

援も含めて事細かくチェックして、親戚にも支援をする意思があるかどうかも含め

て、全金融機関にも調査することを、結果が出てからでないと決定はいたしません

ので、公平にさせていただいております。  

 ただ、一つ、国民年金の受給者等で、生活保護の一般的な高齢者の水準が１人約

６万円ぐらいの生活費を国は示しておりますので、国民年金の支給額がそれより少

ない方で、生活保護を受けずに生活されておられる方がおるのも事実でございます。

ですので、そういう御指摘や御不満のあったときには、本人を呼び出して注意をす

るなり、そういうところは市としての責務ですので、おかしな行動があったり、好

ましくない行動があったときには指導はさせていただいて、それに従わない場合は

文書通告、それを繰り返す場合には廃止という手続もさせてもらったケースもござ

いますので、そこは適正にやっていきたいと思っています。  

○奥田委員   適正に、課長は公平にとか言われたけれども、先週でもそういう話

を聞いて、何であの人もらっておるのと。やっぱり一生懸命国民年金を掛けて国民

年金をもらってもそんなにもらえへんのに、生活保護は多いんでしょう。医療費も

ただですか。あの人は親と一緒に住んでおるのにとか、お金はあるはずやというふ

うな話もちらちらっと聞くもんで、その辺のところをきちんと審査とか調査は徹底

されておるんでしょうね。どうなんですか。  

○三鬼福祉保健課長   生活保護費につきましては、不正による受給があった場合

には、７８条の適用を受けまして、返還に応じていただいているケースも多々ござ

います。やはり年金をもらい始めたのに、それを申告しないで、生活保護費と年金

を同時にもらっている方は、過失であればいいんですけど、故意に言わなかった場

合には、７８条を適用して、後ほど分割で納めていただいている方もございます。  

 そういうことにして、基本を忠実に守って、そういう不正があった場合には全て

対応させていただいております。市民からの情報も御本人に伝えて、その辺は確認

をしながら進めております。  

 やはりずっとそれを放置しておいて、発覚してから金額が多いと、非常に対応に

困ることもありますので、早目の対応を心がけています。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、福祉保健課の審査を終わります。  

 きょうは環境まで行きたかったんですけれども、きょうはこれにて終了させてい
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ただきます。あすは環境、水産、商工観光、建設、できたら教育委員会まで行きた

いと考えています。  

 終わります。ありがとうございました。  

（午後  ３時２５分  閉会）  


